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平成29年度島根県公立高等学校（島根県立高等学校及び松江市立女子高等学校。以下「高等学校」とい

う｡)入学者選抜は，この要綱の定めるところによる。

Ⅰ　募　　集

１　応募資格

　島根県公立高等学校入学者選抜に応募することのできる者は，次の(1)から(3)のいずれかに該当す

る者とする。

 (1)　中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者

 (2)　平成29年３月中学校又はこれに準ずる学校を卒業する見込みの者

 (3)　学校教育法施行規則第95条の規定に該当する者

２　入学定員

　　別途定める。

Ⅱ　出願の基本的事項

１　保護者が県内に居住する場合

　保護者が県内に居住する場合，原則として県内のいずれの公立高等学校にも出願することができる。

　ただし，次に掲げる地域及び通学区を持つ県立高等学校全日制課程普通科を志願する場合は，以下

の(1)から(5)に定めるところに従う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

＜別表Ａ＞

 (1)　地域を持つ学校に係る制限等

　　　別表Ａの左欄に掲げる県立高等学校全日制課程

普通科については，それぞれ右欄に示す地域以外

（以下「地域外」という｡)からの出願について，

その合格者をそれぞれの県立高等学校の全日制課　

程普通科の入学定員の10％（出雲高等学校は５％）

以内に制限するものとする。（２ページの「図１」，

「図２」を参照）

　　　ただし，保護者が地域外に居住する場合でも，

正当と認められる特別な理由があるとして，転居

等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）を

居住予定地の地域内にある全日制課程普通科を設

置する県立高等学校長に提出し，その許可を受け

た場合に限り，地域内からの出願としての扱いを

受ける。

　　　また，保護者が松江市以外に居住する者が，別

表Ａの左欄に掲げる松江市内の県立高等学校全日

制課程普通科への出願に関してこの認定願を提出

する場合には，後述する(3)の扱いによる。

学校名
地　　域

（保護者の居住地）

松江北高等学校 松江市

松江南高等学校 松江市

松江東高等学校 松江市

出 雲 高 等 学 校 出雲市

大 田 高 等 学 校 大田市及び出雲市多伎町

浜 田 高 等 学 校 浜田市

益 田 高 等 学 校  益田市



－ 2 －

 (2)松江市内の通学区を持つ学校に係る制限等

　　　松江市に保護者の居住地のある者が，別表Ｂの左欄に掲げる松江市内の県立高等学校全日制課程

普通科に入学を志願する場合には，それぞれ右欄に示す通学区以外（以下「通学区外」という｡)か

らの出願について，その合格者をそれぞれの県立高等学校の全日制課程普通科の入学定員の20％以

内に制限するものとする。（２ページの「図２」を参照）

　　　ただし，保護者が通学区外に居住する場合でも，正当と認められる特別な理由があるとして，転

居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）を居住予定地の通学区内にある全日制課程普通科

を設置する県立高等学校長に提出し，その許可を受けた場合に限り，通学区内からの出願としての

扱いを受ける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜別表Ｂ＞

＜図１＞保護者が県内（松江市以外）に居住する場合にかかる制限等

＜図２＞保護者が松江市に居住する場合にかかる制限等

注１：図中では「高等学校」を「高校」と略記している。

注２：他の地域（通学区）への転居等により，正当と認められる特別な理由があるとして地域（通

学区）内からの出願としての扱いを希望する者は，５ページの「図３」，「図４」を参照する

こと。

合格者を入学定員

の10％（５％）以内に

制限

出願

合格者を入学定員

の 20％以内に制限
 

出願

合格者を入学定員

の10％（５％）以内に

制限 

出願 制限なし 

出願

出願 制限なし 
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(b)松江北高校，松江南高校，

　 松江東高校，出雲高校，

　 大田高校，浜田高校，益田高校

　 のうち，左(a)を除く６校又は

　 ７校の全日制課程普通科

 
 

(c)松江北高校，松江南高校， 

松江東高校のうち，保護者

居住地の通学区内にある学

校の全日制課程普通科 

(d)松江北高校，松江南高校， 

松江東高校のうち，左(c)を除

く２校の全日制課程普通科 

(e)出雲高校，大田高校， 

浜田高校，益田高校 
の全日制課程普通科 

志願者  

志願者 

(a)保護者居住地の地域

内にある県立高校の

全日制課程普通科

合格者を入学定員

の10％（５％）以内に

制限

出願

合格者を入学定員

の 20％以内に制限
 

出願

合格者を入学定員

の10％（５％）以内に

制限 

出願 制限なし 

出願

出願 制限なし 

＜図１＞保護者が県内（松江市以外）に居住する場合にかかる制限等 

＜図２＞保護者が松江市に居住する場合にかかる制限等 

 
 

   

(b)松江北高校，松江南高校，

　 松江東高校，出雲高校，

　 大田高校，浜田高校，益田高校

　 のうち，左(a)を除く６校又は

　 ７校の全日制課程普通科

 
 

(c)松江北高校，松江南高校， 

松江東高校のうち，保護者

居住地の通学区内にある学

校の全日制課程普通科 

(d)松江北高校，松江南高校， 

松江東高校のうち，左(c)を除

く２校の全日制課程普通科 

(e)出雲高校，大田高校， 

浜田高校，益田高校 
の全日制課程普通科 

志願者  

志願者 

(a)保護者居住地の地域

内にある県立高校の

全日制課程普通科

学校名 通学区（保護者の居住地）

松 江 北 高 等 学 校
松江市立第一中学校区，松江市立第三中学校区

松江市立湖北中学校区，松江市立鹿島中学校区

松 江 南 高 等 学 校

松江市立湖南中学校区，松江市立第四中学校区のうち松江市立古志原小学

校区，松江市立湖東中学校区のうち松江市立大庭小学校区，松江市立東出

雲中学校区，松江市立八雲中学校区，松江市立玉湯中学校区，松江市立宍

道中学校区

松 江 東 高 等 学 校

松江市立第二中学校区，松江市立第四中学校区のうち松江市立津田小学校

区，松江市立湖東中学校区のうち松江市立竹矢小学校区，松江市立本庄中

学校区，松江市立島根中学校区，松江市立八束中学校区，松江市立美保関

中学校区
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 (3)松江市内へ転居等をする場合の「転居等に係る地域（通学区）認定願」の提出先等

　　　保護者が松江市以外に居住する者が，別表Ａの左欄に掲げる松江市内の県立高等学校全日制課程

普通科への出願に関して，正当と認められる特別な理由があるとして転居等に係る地域（通学区）

認定願（様式第６号）を提出する場合には，推薦選抜に係るものを除き，別表Ｂに示す居住予定地

の通学区内にある全日制課程普通科を設置する県立高等学校長へ提出するものとする。その場合，

居住予定地に応じて，松江市に保護者の居住地がある者として，(2)に示す扱いを受ける。（５ペー

ジ「図３」参照）

 (4)「転居等に係る地域（通学区）認定願」の適用範囲

　　　保護者が地域外又は通学区外に居住する者が，正当と認められる特別な理由があるとして，別表

Ａ又は別表Ｂの左欄に掲げる県立高等学校全日制課程普通科へ出願する可能性がある場合には，あ

らかじめ所定の期間内に転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）を居住予定地の地域（通

学区）内にある全日制課程普通科を設置する県立高等学校長に提出してその許可を得ていれば，一

般選抜における出願，一般選抜の志願変更における出願，及び第２次募集における出願のいずれに

おいても，対象となる学校の普通科を志望した場合には，地域内又は通学区内としての扱いを受け

る。（５ページ「図３」「図４」参照）

　　　ただし，推薦選抜等に関しては，別に定める。

 (5)志願者本人が保護者と同居していない場合及び県外の中学校等を卒業する場合の扱い

　　　志願者本人が県内の他の地域に居住し，地域（通学区）内に居住する保護者との同居を予定して

いる者が，地域（通学区）を持つ県立高等学校（１ページ別表Ａ及び２ページ別表Ｂ参照）の全日

制課程普通科を志願する場合は，あらかじめ転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）を

提出して許可を受けること。

　　　また，卒業又は卒業見込みの中学校又はこれに準ずる学校（以下「出身中学校等」という｡)が県

外である場合は，出願手続の際に島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）を入学願書に

添えて提出すること。

２　保護者が県外に居住する場合（６ページの「図５」から「図７」参照）

　保護者が県外に居住する場合は，次の(1)から(3)のとおりとする。

 (1)　次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する場合は，原則として本県の公立高等学校に出願することができる。

　 (ｱ)　保護者の転勤等による一家転住，水産科を設置していない都道府県から本県の水産高校を志願

する等，正当と認められる特別な理由のある場合

　　　　なお，地域（通学区）を持つ県立高等学校（１ページ別表Ａ及び２ページ別表Ｂ参照）の全日

制課程普通科を志願する場合は，保護者の居住予定地に応じて，Ⅱの１の(1)又は(2)の取扱いを

受ける。

　 (ｲ)　県内に居住している確かな身元引受人（原則として，志願者の親族である祖父母，おじ，おば

等）のある場合

　　　　なお，身元引受人が(ｲ)に示す以外の場合，当該高等学校長は，県立高等学校にあっては県教

育委員会と，松江市立女子高等学校にあっては松江市教育委員会と協議の上で，身元引受人を認

めて出願を許可することができる。

　　　　また，地域（通学区）を持つ県立高等学校の全日制課程普通科を志願する場合は，身元引受人
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を保護者と見なし，身元引受人の居住地に応じて，Ⅱの１の(1)又は(2)の取扱いを受ける。

 (2)　Ⅱの２の(1)の(ｲ)による出願については，当該志望高等学校の入学定員内で，原則として４名以

内において合格者を決定するものとする。ただし，入学定員内において４名を超えて合格者を決定

しようとする場合は，当該高等学校長は，県立高等学校にあっては県教育委員会と，松江市立女子

高等学校にあっては松江市教育委員会と協議の上で，合格者を決定することができるものとする。

　　　県外からの積極的な受け入れを行う高等学校についてはその限りではなく，合格者の上限を４名

を超えて各学校で定めることができるものとする。これに該当する高等学校は別に定める。

 (3)　Ⅱの２の(1)に該当する志願者が推薦選抜，スポーツ特別選抜，一般選抜，第２次募集に出願す

る場合，それぞれに定めた出願手続に従うものとする。出願手続の詳細はそれぞれ17ページ，22

ページ，25ページ，又は38ページを確認すること。

　　【参考：主な提出書類】　

　 (ｱ)　入学願書（様式第１号又は様式第１号－２により志願先の高等学校で作成された様式）

　　　　（島根県収入証紙は島根県が指定した売りさばき場所で購入できる）

 　(ｲ)　島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）

　　　　詳細は57ページ下部の注意書きを参照のこと。

 　(ｳ)　個人調査報告書（様式第２号）

 　(ｴ)　学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）

３　複数学科等への出願

　それぞれの選抜において，志願者は２以上の学校に出願することはできない。ただし，一般選抜及

び第２次募集においては，同一学校内に複数の課程，学科がある場合には，第２，第３，第４志望ま

で順位をつけて出願することができる。

　また，本校とその分校を併願する場合は，本校，分校併せて１校として取扱うものとする。この場

合，第１志望学科を設置する本校又は分校へ必要書類等を提出すること。

４　出願後の辞退

　入学者選抜において，何らかの事由で受検を辞退する場合は，出身中学校等の校長はすみやかに公

立高等学校入学者選抜受検辞退届（以下「辞退届」という）（様式第13号）を提出すること。詳細は31ペー

ジ又は40ページを確認する。
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注：図中では「高等学校」を「高校」と略記している。 

 

②許可 
③出願 
 （制限なし）

③出願

合格者を入学定員

の 10％（５％）以内に

制限 

①あら 
かじめ

申請 
（第６号） 

＜図４＞保護者が県内（地域は問わない）に居住しており，出雲市，大田市，浜田市又は益田市に転居

等の予定がある場合の手続きと制限等 

志願者 

(i)出雲高校，大田高校，浜田高校，

益田高校のうち，居住予定地の

地域内にある学校の全日制課程

普通科

(j)松江北高校，松江南高校， 
松江東高校，出雲高校， 
大田高校，浜田高校，益田高校

のうち，左(i)を除く６校の全日

制課程普通科  
（転居前の地域内高等学校の全

日制課程普通科を含む） 

①あら 
かじめ 
申請 

（第６号） 

②許可 
③出願 
（制限 
なし） 

③出願

合格者を入学

定員の10％（５％）

以内に制限 

③出願 
（第６号の写し） 

合 格 者 を

入 学 定 員

の20％以内

に制限
 

＜図３＞保護者が県内（松江市以外）に居住しており，松江市に転居等の予定がある場合，又は保護者

が松江市に居住しており，松江市内の他の通学区に転居等の予定がある場合の手続きと制限等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志願者 

(f)松江北高校，松江南高校，

松江東高校のうち，居住

予定地の通学区内にある

学校の全日制課程普通科 

(g)出雲高校， 

大田高校， 

浜田高校， 
益田高校の 
全日制課程 
普通科 

(f)左図 

に 
同じ (h)松江北高校，松江南高校， 

松江東高校のうち，左(f)を除く

２校の全日制課程普通科 

（松江市内での転居等の場合，転

居前の通学区内高等学校の全日

制課程普通科を含む） 

【転居に係る地域（通学区）認定願等　図解】
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出願（志願承認願（様式第８号）・添付書類１） 

県外からの出願に係る制限なし（注１） 

出願（志願承認願（様式第８号）） 

制限なし 

出願（志願承認願（様式第８号）・添付書類２）  

原則として合格者を４名以内に制限（注２）

制限人数は各学校で定める  

出願（志願承認願（様式第８号）・添付書類２）  

【保護者が県外に居住する場合の制限等 図解】 

＜図５＞保護者の転勤等による一家転住の場合 

 

 

 

 

 

   

（添付書類１）保護者の所属長の証明書又は事情を証明するに足る資料， 

島根県内の居住地が分かる資料  

 

 

＜図６＞水産科を設置していない都道府県から本県の水産高校を志願する場合 

 

 

 

 

 

 

 

＜図７＞県内に居住している確かな身元引受人のある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類２）身元引受人の承諾証明書（様式自由），受検者又は保護者と身元引受人との 

関係を示す民生児童委員の証明（様式自由）又はその他それを証明する資料 

（様式自由），身元引受人の住民票 

 

（注１）地域（通学区）を持つ県立高等学校全日制課程普通科を志願する場合は，保護者の居住予

定地に応じて，１ページから２ページのⅡの１の(1)又は(2)の取扱いを受ける。該当箇所

（注２）地域（通学区）を持つ県立高等学校全日制課程普通科を志願する場合は，原則として合格

者を４名以内に制限することに加えて，身元引受人を保護者と見なし，身元引受人の居住

地に応じて，１ページから２ページのⅡの１の(1)又は(2)の取扱いを受ける。該当箇所の

説明及び２ページの「図１」，「図２」を参照すること。 

志願者 全ての公立高等学校 

志願者 浜田水産高等学校 
隠岐水産高等学校 

 
 

志願者

 

別に定める学校以外 

県外からの積極的な

受け入れを行う高等

学校（別に定める） 

の説明及び２ページの「図１」，「図２」を参照すること。 
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Ⅲ　中学校等における出願手続

１　卒業又は卒業見込みの中学校又はこれに準ずる学校（以下「出身中学校等」という｡)の校長は，志

願者の出願手続を，74ページから77ページの出願及び選抜に関する手続一覧表に定めるところに従っ

て処理しなければならない。

２　個人調査報告書（様式第２号）の作成

 (1)　作成の手続

　 (ｱ)　個人調査報告書は島根県教育委員会及び松江市教育委員会が作成し配布する電子様式により作

成する。また，それを印刷し，記載事項に誤りがないことを確認した後，記載者及び校長が押印

したものを原本とする。

　 (ｲ)　個人調査報告書を作成するに当たっては，公正を期するため，中学校生徒指導要録，義務教育

学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録又は特別支援学校中学部生徒指導要録（以下「生

徒指導要録」という。）をもとに，学校ごとに個人調査報告書作成審査委員会（以下「委員会」

という。）を設けて慎重に審議する。

　 (ｳ)　委員会の委員は，原則として，校長，教頭，進路指導主事，学級担任及び必要な教員をもって

組織する。

　 (ｴ)　委員会で検討する重点事項は，学習の記録，総合的な学習の時間の記録，特別活動の記録，行

動の記録，諸活動の記録及び所見，特記事項等である。

　 (ｵ)　長期欠席などにより学習の記録欄，総合的な学習の時間の記録欄，特別活動の記録欄等につい

て記入できない部分がある場合には斜線を引き，その理由を校長副申書（様式第17号）に記述し，

添付する。

　 (ｶ)　特別支援学級又は特別支援学校の生徒で，特別の教育課程で教育を受けている生徒が受検する

場合は，学習の記録，総合的な学習の時間の記録，特別活動の記録，諸活動の記録及び所見等の

それぞれの記入可能な部分については記入する。記入が不可能な欄がある場合には斜線を引き，

生徒指導要録の写しを添付する。

　　　　なお，３年次の記録について記入が不可能な欄がある場合には，その理由を校長副申書（様式

第17号）に記述し，添付する。

 (2)　「１　学習の記録」欄の評価

　 (ｱ)　評価のための資料

　　　　学習の成果を評価する場合については，多くの客観的な資料を基礎にして，公正で的確な評価

を行うこと。

　 (ｲ)　各教科の観点別評価

　　　　各教科の観点別評価については，８ページに示す観点ごとに第３学年の第１学期と第２学期を

総合して評価する。その際，「十分満足できると判断されるもの」をＡ，「おおむね満足できると

判断されるもの」をＢ，「努力を要すると判断されるもの」をＣとし記入する。

　 (ｳ)　評定の記入

　　　　個人調査報告書の学習の記録欄の評定は，各学年とも５段階とする。そのうち，第１学年と第

２学年については生徒指導要録に記載した評定を転記し，第３学年については，第１学期と第２

学期の成績を総合して評定したものを記入する。
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 (3)　「２　総合的な学習の時間の記録」欄の評価

　評価については各中学校等が定めた評価の観点のうち，生徒の第３学年の学習状況の顕著な事項

について，その特徴及び生徒がどのような力を身につけたかを文章で記入する。

 (4)　「３　特別活動の記録」及び「４　行動の記録」欄の評価

　 (ｱ)　評価は，学級の各教科担任及び生徒会活動等の指導関係者に，それぞれの項目について評価し

た資料の提出を求め，その資料と学級担任の判定をあわせて，学級担任が原案を作成する。

　 (ｲ)　作成された原案は，委員会において十分検討の上，決定する。

　 (ｳ)　特別活動の記録欄の評価については，９ページに示す特別活動の評価の観点及びその趣旨を参

照し，第３学年の特別活動における生徒の活動について，内容ごとに評価の観点及びその趣旨に

照らして十分満足できる状況にあると判断される場合を○としＡを記入する。それ以外はＢを記

入する。

　 (ｴ)　行動の記録欄の評価については，９ページに示す行動の記録の評価項目及びその趣旨を参照し，

第３学年の各教科，道徳，特別活動，総合的な学習の時間，その他学校生活全体にわたって認め

られる生徒の行動について，各項目ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断

される場合を○としＡを記入する。それ以外はＢを記入する。

教
科

観　　　　　点
教
科

観　　　　点

国　
　
　

語

１ 国語への関心・意欲・態度
美　
　

術

１ 美術への関心・意欲・態度

２ 話す・聞く能力 ２ 発想や構想の能力

３ 書く能力 ３ 創造的な技能

４ 読む能力 ４ 鑑賞の能力

５ 言語についての知識・理解・技能
保
健
体
育

１ 運動や健康・安全への関心・意欲・態度

社　
　

会

１ 社会的事象への関心・意欲・態度 ２ 運動や健康・安全についての思考・判断

２ 社会的な思考・判断・表現 ３ 運動の技能

３ 資料活用の技能 ４ 運動や健康・安全についての知識・理解

４ 社会的事象についての知識・理解
技
術
・
家
庭

１ 生活や技術への関心・意欲・態度

数　
　

学

１ 数学への関心・意欲・態度 ２ 生活を工夫し創造する能力

２ 数学的な見方や考え方 ３ 生活の技能

３ 数学的な技能 ４ 生活や技術についての知識・理解

４ 数量や図形などについての知識・理解
外 

国 

語

１ コミュニケーションへの関心・意欲・態度

理　
　

科

１ 自然事象への関心・意欲・態度 ２ 外国語表現の能力

２ 科学的な思考・表現 ３ 外国語理解の能力

３ 観察・実験の技能 ４ 言語や文化についての知識・理解

４ 自然事象についての知識・理解

音　
　

楽

１ 音楽への関心・意欲・態度

２ 音楽表現の創意工夫

３ 音楽表現の技能

４ 鑑賞の能力
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 (5)　個人調査報告書の記入

　　　個人調査報告書の記入に当たっては，10，11ページの記入要領を参照すること。

 特別活動の評価の観点及びその趣旨

観　　　点 趣　　　旨

集団活動や生活への関心・意欲・態度

学級や学校の集団や自己の生活に関心をもち，望ましい人

間関係を築きながら，積極的に集団活動や自己の生活の充

実と向上に取り組もうとする。

集団や社会の一員としての思考・判断・

実践

集団や社会の一員としての役割を自覚し，望ましい人間関

係を築きながら，集団活動や自己の生活の充実と向上につ

いて考え，判断し，自己を生かして実践している。

集団活動や生活についての知識・理解

集団活動の意義，よりよい生活を築くために集団として意

見をまとめる話合い活動の仕方，自己の健全な生活の在り

方などについて理解している。

 行動の記録の評価項目及びその趣旨

項　　目 趣　　　　　　　旨

基 本 的 な 生 活 習 慣
自他の安全に努め，礼儀正しく節度を守り節制に心掛け調和のある生活を

する。

健 康・ 体 力 の 向 上 活力ある生活を送るための心身の健康の保持増進と体力の向上に努めている。

自 主 ・ 自 律
自分で考え，的確に判断し，自制心をもって自律的に行動するとともに，

より高い目標の実現に向けて計画を立て根気強く努力する。

責 任 感 自分の役割を自覚して誠実にやり抜き，その結果に責任を負う。

創 意 工 夫
探究的な態度をもち，進んで新しい考えや方法を見付け，自らの個性を生

かした生活を工夫する。

思 い や り・ 協 力
だれに対しても思いやりと感謝の心をもち，自他を尊重し広い心で共に協

力し，よりよく生きていこうとする。

生命尊重・自然愛護 自他の生命を尊重し，進んで自然を愛護する。

勤 労 ・ 奉 仕
勤労の尊さや意義を理解して望ましい職業観をもち，進んで仕事や奉仕活

動をする。

公 正 ・ 公 平
正と不正を見極め，誘惑に負けることなく公正な態度がとれ，差別や偏見

をもつことなく公平に行動する。

公 共 心・ 公 徳 心
規則を尊重し，公徳を大切にするとともに，我が国の伝統と文化を大切にし，

国際的視野に立って公共のために役に立つことを進んで行う。
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 個人調査報告書の記入要領

項　目 記　入　方　法

一
般
的
注
意
事
項

１　島根県教育委員会及び松江市教育委員会が作成し配布する電子様式を用いて作成

する。

２　入力の際には外字や特殊文字は用いない。

　　ただし，該当する文字がない受検者の氏名については，代用する文字で入力し，

入学願書にその旨記載する。

３　志望校欄には，志願先高等学校の学校名，課程及び学科名を記入する。

４　※印欄（二重線の枠内）は，中学校等では記入しない。

５　併記してある事項は，該当事項を選択する。

６　記載事項がない場合や記載できない場合は，空欄としないで斜線とする。

１　

学
習
の
記
録
欄

１　観点別評価は，それぞれの観点ごとに，該当する記号（Ａ，Ｂ，Ｃ）を記入する。

２　教科の評定は，各学年とも５段階とする。

　　第３学年については，第１学期と第２学期の成績を総合して評定したものを記入

する。過年度の卒業生については，生徒指導要録に記載してある評定をそのまま転

記する。

３　合計欄には，学年ごとの各教科の評定の計及びその３か年の総計を記入する。

　　ただし，一部教科の評定がない場合，あるいは県外の中学校等を卒業見込み（卒業）

の者又は中途において県外から転入した者で５段階以外の評定による場合には，そ

の学年の合計及び３か年の総計は，（　）で囲み記入する。

２　

総
合
的
な
学
習
の

　
　

時
間
の
記
録
欄

　第３学年について，各中学校等が定めた評価の観点のうち，生徒の学習状況の顕著

な事項について，その特徴及び生徒がどのような力を身につけたかを文章で記入する。

３　

特
別
活
動
の
記
録
欄

４　

行
動
の
記
録
欄

　特別活動の記録欄及び行動の記録欄は，Ⅲの２の (4) による○の評価をＡ，それ以

外をＢに読み替えて，Ａ，Ｂの記号で記入する。

　過年度の卒業生についても，これに準ずる。
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３　電子データの提出について

　個人調査報告書（様式第２号）及び公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）は，原本に

加えてその内容を電子データで提出するものとする。島根県教育委員会及び松江市教育委員会が作成

し，配布する様式を用いて作成し，暗号化したデータをＣＤ－Ｒに保存して提出すること。

４　市町村合併に伴う生徒指導要録の取扱いについて

　提出書類等において，市町村合併に伴い訂正の必要があるときは，平成16年11月９日付島教義第

712号「市町村合併に伴う指導要録の取扱いについて」の通知によること。

５　その他

 (1)　入学者選抜に係る通知・文書等を郵送により送付・提出する場合は，原則として書留とすること。

　　　また，封筒の表に「入学者選抜関係書類等在中」と朱書すること。

 (2)　東日本大震災等の被災により必要書類等が整わない場合などは，出身中学校等の校長は志望先の

高等学校長に連絡し，当該高等学校長は，県立高等学校にあっては県教育委員会と，松江市立女子

高等学校にあっては松江市教育委員会と協議するものとする。

項　目 記　入　方　法

５　

諸
活
動
の
記
録

　
　

及
び
所
見
欄

　第１学年から第３学年について，各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動，スポー

ツ活動，文化活動，ボランティア活動，その他の活動等，学校生活全体にわたって認

められる生徒の長所を積極的に取り上げ，具体的事実及び所見を文章で記入する。

６　

欠
席
の
記
録
欄

１　欠席日数は必ず記入する。卒業見込みの場合，第３学年については第２学期末ま

での集計を記入する。

２　年間10日以上の欠席がある場合は備考欄に欠席の理由を具体的に記入する。

７　

特
記
事
項
欄

１　健康について特記すべき事項がある場合には記入する。

２　次の事項のうち，該当するものがある場合は具体的事実について箇条書きで記入

する。

　　・転入学（時期，学年）

　　・休学（時期，事由等）

　　・病気，転校，災害等が学習に及ぼした影響

　　・特に顕著な変化があった場合は，その理由

　　・卒業後の動静（過年度の卒業生のみ）

　　・学習の記録欄の評定が相対評価である場合
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Ⅳ　高等学校の事務処理

　高等学校長は，選抜に係る事務を74ページから77ページの一覧表に定めるところに従って処理する。

　なお，入学者選抜に係る通知・文書等を郵送により送付・提出する場合は，原則として書留とするこ

と。また，封筒の表に「入学者選抜関係書類等在中」と朱書すること。

　また，合格内定者，合格者及び志願変更希望者に係る通知・文書等を出身中学校等の教員に直接交付

する場合は，委任状（様式第18号）の提出を求めること。

Ⅴ　出願及び選抜に関する手続一覧表（74ページから77ページ参照）
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Ⅵ　帰国生徒等の出願及び特別措置

　高等学校入学志願者のうち，海外からの帰国生徒等の出願については次のとおりとする。また，

海外経験等を十分考慮し，その適切な受け入れを図ることを目的として特別措置（以下「帰国生徒

等特措」という。）を講ずることができる。

１　出願手続

 (1)　県内中学校及び特別支援学校に在籍するⅥの２の(1)の(ｱ)の該当者が出願する場合は，入学願書

に海外在住状況説明書（様式第９号）を添えて，県内中学生と同様の出願手続で行うものとする。

　　　なお，保護者が本県内に居住していない場合は，海外在住状況説明書の備考欄に「理由」を記入

し，身元引受人の承諾証明書（様式自由）及び受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す民生

児童委員の証明又はその他それを証明する資料（様式自由），身元引受人の住民票を添付すること。

 (2)　外国の中学校又はこれに準ずる学校を卒業又は卒業見込みの者が推薦選抜，スポーツ特別選抜、

一般選抜，第２次募集に出願する場合は，県外に保護者が居住する場合の出願手続に準じて行う。

出願手続の詳細はそれぞれ17ページ，22ページ，25ページ，又は38ページを確認すること。

　　【参考：主な提出書類】

　 (ｱ)　入学願書（様式第１号又は様式第１号－２により志願先の高等学校で作成された様式）

　 (ｲ)　海外在住状況説明書（様式第９号）

　　　　詳細は58ページ下部の注意書きを参照のこと。

 　(ｳ)  個人調査報告書（様式第２号）又は成績証明書

 　(ｴ)　健康診断書（成績証明書の提出者に限る）

２　帰国生徒等特措

 (1)　対象となる生徒

　　　Ⅰの１に定める応募資格をもち，次の(ｱ)及び(ｲ)に該当する者とする。

　 (ｱ)　帰国生徒で，原則として外国における在住期間が継続して２年以上で，帰国後２年以内又は帰

国予定の場合，又は外国人生徒等で，原則として入国後３年以内の場合

　 (ｲ)　保護者が本県内に居住している又は入学時までに居住見込みの場合。ただし，保護者が本県内

に居住しない場合においても，県内に居住している確かな身元引受人（原則として，志願者の親

族である祖父母，おじ，おば等）のある場合

 (2)　申請手続

　　　学力検査の検査教科の一部を減らしたり，受検時間を延長したりすることを希望する場合には，

その理由等を海外在住状況説明書（様式第９号）の備考欄に記入する。

３　入学者数

　　入学定員の枠内において選抜を行うことを原則とする。
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４　学力検査

 (1)　検査教科については，当該高等学校長と県教育委員会又は松江市教育委員会とが協議の上，検査

教科の一部を減じることができる。

 (2)　検査教科の一部を減じた場合，当該高等学校長は作文を検査に加えることができる。

 (3)　学力検査の受検時間については，当該高等学校長と県教育委員会又は松江市教育委員会とが協議

の上，延長することができる。

５　面接

　　当該高等学校長は，必要がある場合は，面接を行うことができる。

６　選抜

　学力検査の検査教科を減じた場合については，Ⅺの９の(1)の(ｵ)の個人調査報告書等において資料

の整わない場合としての取扱いを行い，選抜する。

７　その他

 (1)　出身中学校等の校長は，帰国生徒等に該当する志願者がいる場合，事前に志願先高等学校長に連

絡するものとする。

 (2)　当該高等学校長は，帰国生徒等の取扱いについて，必要に応じて県教育委員会又は松江市教育委

員会と協議するものとする。
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【帰国生徒等特措 手続の流れ】 

 

○県立高等学校受検の場合 

 

 

○松江市立女子高等学校受検の場合 

  

 

 

 

 

 

通知

通知

協議

申請

協議協議

出身中学校等の校長

特別支援教育課

志願先

高等学校長

志願先高等学校長

県教育委員会

（教育指導課）
（必要がある場合）

松江市教育委員会

出身中学校

等の校長
当該市町村

教育委員会教育長

当該

教育事務所長

事前相談

通知

通知

協議

申請

協議

出身中学校等の校長

松江市立女子

高等学校長

松江市立女子高等学校長

松江市教育委員会

（学校教育課）
（必要がある場合）

県教育委員会

出身中学校

等の校長

当該市町村

教育委員会教育長

当該

教育事務所長

事前相談
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【特措 手続の流れ】 

○県立高等学校受検の場合 

○松江市立女子高等学校受検の場合 
 
 
 

申請（様式第２４号：医師の診断書等添付）

通知
依頼

協議協議

事前相談

出身中学校等の校長

特別支援教育課

志願先
高等学校長

志願先高等学校長 県教育委員会

（教育指導課） （必要がある場合）

松江市教育委員会

出身中学校
等の校長

当該市町村
教育委員会教育長

（病院内受検の場合）

当該
教育事務所長

病院等
関係機関

協議
（必要がある場合）

申請（様式第２４号：医師の診断書等添付）

通知
依頼

協議

事前相談

出身中学校等の校長

松江市立女子

高等学校長

松江市立女子高等学校長
県教育委員会松江市教育委員会

（学校教育課）

出身中学校

等の校長

当該市町村

教育委員会教育長

（病院内受検の場合）

当該

教育事務所長

病院等

関係機関

Ⅶ　特別な配慮を必要とする場合の措置

　高等学校入学志願者が障がい，事故，病気等の理由により入学者選抜において特別な配慮を必要とす

る場合，適切な措置を図ることを目的として特別措置（以下「特措」という｡)を講ずることができる。

申請手続

 (1)　特別な配慮を必要とする志願者がいる場合，当該中学校等の校長は事前に，県教育委員会又は松

江市教育委員会へ連絡し，島根県公立高等学校入学者選抜における特別措置願（様式第24号）に医

師の診断書等を添えて申請する。

　　　※当該生徒の在籍する出身中学校等の校長は，志願先となりうる高等学校長と県教育委員会又は

松江市教育委員会へ，なるべく早い時期に相談すること。

 (2)　県教育委員会又は松江市教育委員会は，志願先の高等学校長と協議し決定する。

　※検査日当日に，インフルエンザ等により特別な配慮を必要とする志願者がいる場合も同様に手続き

を行うこと。
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Ⅷ　推 薦 入 学 者 選 抜（推薦選抜）

１　実施校・学科　　別に定める。

２　募集人員

　　　体育科を除き当該学科の入学定員の40％程度までで各学校が定め，各学校の募集要項に明記する。

　　　また，Ⅱの１の(1)及び(2)に示す高等学校が，全日制課程普通科で推薦選抜を実施する場合は，

地域外の志願者又は通学区外の志願者からの合格内定者数を，それぞれの全日制課程普通科の入学

定員に対する制限枠の40％程度までとする。

３　出願

 (1)　出願資格

　　　平成29年３月中学校又はこれに準ずる学校を卒業見込みで，次の(ｱ)から(ｳ)に該当し，当該中学

校等の校長が推薦する者とする。

　　　なお，スポーツ活動，文化活動，ボランティア活動等の項目があれば各学校が定め，各学校の募

集要項に明記する。

 　(ｱ)　当該学科を志望する動機や理由が明確で適切であること。

 　(ｲ)　当該学科に適性，興味及び関心を有すること。

 　(ｳ)　合格した場合，入学の意思が確実であること。

 (2)　出願期間

　　　平成29年１月16日(月)から１月19日(木)12時までとする。

　　　　持込の場合；１月16日(月)から１月18日(水)は９時から17時まで

　　　　　　　　　　１月19日(木)は９時から12時まで

　　　　郵送の場合；１月19日(木)12時以降に届いたものについては，１月16日(月)までの消印がある

ものに限り受け付ける

 (3)　出願手続

　ア　志願者は，次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，所定の期間中に志願先の高等学

校長に提出しなければならない。

 　(ｱ)　入学願書（様式第１号により志願先の高等学校で作成された様式）

　　　　ただし，入学願書の提出は１人１校１学科に限る。

　　　　入学願書は，黒又は青のペンで記入する。

　　　　志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合には，該

当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いていない場合は空欄とせず，斜線

を記すこと。

 　(ｲ)　写真１枚

　　　　たて４cm×よこ３cm（６か月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけること。

　　　　なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるもの。原則として制服とする。

白黒・カラー写真の別は問わない。

 　(ｳ)　受検料2,200円

　　　　県立高等学校については，島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつける。ただし，消印を

してはならない。松江市立女子高等学校については，松江市立女子高等学校の指示に従うこと。
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 　(ｴ)　調査票（志願先の高等学校で作成された様式）

 　(ｵ)　転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）

　　　　（地域（通学区）外の高等学校に推薦入学を志願する者で，正当と認められる特別な理由があ

る場合）

　　　　出願時に出願先高等学校長へ提出する。一般選抜以降の選抜において同様の扱いを希望する者

は，25ページのⅪの２の(3)により，居住予定地の地域（通学区）内にある全日制課程普通科を

設置する県立高等学校長へ改めて提出すること。

 　(ｶ)　地域（通学区）内居住確認届（様式第７号）

　　　　（保護者の居住地は地域（通学区）内であるが，特別な事情により，保護者の居住地がある地域（通

学区）外の中学校（国立・私立を除く）を卒業見込みで，地域（通学区）内の高等学校の推薦

選抜を志願する場合）

 　(ｷ)　島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）

　　　　（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）

　イ　出身中学校等の校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の期間中に志願先の高等学校長

に提出しなければならない。

 　(ｱ)　出身中学校等の校長推薦書（志願先の高等学校で作成された様式）

 　(ｲ)　個人調査報告書（様式第２号）

 　(ｳ)　学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）

　 (ｴ)　公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）（推薦選抜用）

　 (ｵ)　上記(ｲ)及び(ｴ)の電子データ（暗号化し，ＣＤ－Ｒに保存したもの）

 (4)　県外居住者の出願

　　　保護者が県外に居住し，下記のア，イに該当する場合は，島根県公立高等学校入学志願承認願（様

式第８号）に次の書類を添付して，入学願書とともに，出身中学校等の校長を経由して志願先の高

等学校長に提出する。この手続を経て，当該高等学校長の承認を受けた場合に限り入学願書は受理

される。

　ア　保護者の転勤等による転住の場合

　 (ｱ)　保護者の所属長の証明書又は事情を証明するに足る資料　

　 (ｲ)　島根県内の居住地が分かる資料　

　イ　身元引受人により出願する場合

　　　身元引受人を保護者と見なし，身元引受人の居住地に応じて，Ⅱの１及び２に従うものとする。

 　(ｱ)　身元引受人の承諾証明書（様式自由）

　 (ｲ)　受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す，民生児童委員の証明（様式自由）

　　　　又は，その他それを証明する資料（様式自由）

　 (ｳ)　身元引受人の住民票

　　　　なお，県外居住者の出願についての提出書類及び期間等は，74ページの「ⅩⅦ　出願及び選抜に

　　　関する手続一覧表」に示すところによる。
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４　選抜方法

　　　選抜は，個人調査報告書等の書類及び面接の結果を，作文・実技検査等を実施した場合にはその

結果も，資料として当該高等学校長が行う。

５　面接・作文・実技検査

　 (1)　推薦選抜においては，面接を実施する。また，作文・実技検査などを実施することがある。

　 (2)　面接等の日時及び場所は，当該高等学校長が指定する。

６　合格内定通知

　　　合格内定の有無について，当該学校長から出身中学校等の校長へ合格内定状況一覧表（様式第４

号）により通知する。また，合格内定をした志願者へは，当該学校長から出身中学校等の校長を通

じて本人に合格内定通知書（様式第５号）により通知する。

　　　以上の通知は，平成29年１月31日(火)10時以降に行う。ただし，郵送の場合は当日中に投函する

こととする。

　　　また，合格発表は，平成29年３月14日(火)10時とする。

７　その他

　 (1)　いったん受理した入学願書，添付書類等及び受検料は返還しない。

　 (2)　推薦選抜と特別選抜，スポーツ特別選抜を同時に出願することはできない。

　 (3)　推薦選抜による合格内定者は，公立高等学校に改めて出願することはできない。

　 (4)　合格者に係る通知・文書等を出身中学校等の教員に直接交付する場合は、委任状（様式第18号）

の提出を求める。

　 (5)　合格内定とならなかった場合は，改めて推薦選抜を受検した高等学校を含め，公立高等学校に

出願することができる。その場合，推薦選抜受検校から交付された学力検査料納付済証明書を一

般選抜又は第２次募集の入学願書裏面の所定欄にはり，入学検定料800円のみを納付する。（県立

高等学校については，島根県収入証紙を所定欄にはりつける。ただし，消印をしてはならない。

松江市立女子高等学校については，松江市立女子高等学校の指示に従うこと。）
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Ⅸ　中高一貫教育校（連携型）に係る入学者選抜実施要項（特別選抜）

　平成29年度中高一貫教育校（連携型）の入学者選抜（以下「特別選抜」という。）については，この

実施要項の定めるところによる。

１　実施校

　　島根県立飯南高等学校，島根県立吉賀高等学校

２　募集人員

　　募集人員は，入学定員内で各学校が定めることができる。

３　出願

 (1)　出願資格　

　　　次の(ｱ)，(ｲ)のいずれかに該当し，平成29年３月卒業見込みの者とする。

 　(ｱ)　飯南町立頓原中学校又は飯南町立赤来中学校に在籍し，飯南高等学校を志願し入学の意思が確

実である場合

 　(ｲ)　吉賀町立柿木中学校，吉賀町立吉賀中学校，吉賀町立六日市中学校又は吉賀町立蔵木中学校に

在籍し，吉賀高等学校を志願し入学の意思が確実である場合

 (2)　出願期間

　　　平成29年１月16日(月)から１月19日（木)12時までとする。

　　　　受付時間；１月16日(月)から１月18日(水)は９時から17時まで

　　　　　　　　　１月19日(木)は９時から12時まで

 (3)　出願手続

　ア　志願者は，次に掲げるものを，卒業見込みの中学校の校長を経由して，所定の期間中に志願先の

高等学校長に提出しなければならない。

 　(ｱ)　入学願書（様式第１号により志願先の高等学校で作成された様式）

　　　　入学願書は，黒又は青のペンで記入する。

　　　　志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合には，該

当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いていない場合は空欄とせず，斜線

を記すこと。

 　(ｲ)　写真１枚

　　　　たて４cm×よこ３cm（６か月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけること。

　　　　なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるもの。原則として制服とする。

白黒・カラー写真の別は問わない。

 　(ｳ)　受検料2,200円

　　　　島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつける。ただし，消印をしてはならない。

 　(ｴ)　自己報告書（志願先の高等学校で作成された様式）

 　(ｵ)　その他　

　　　　・当該高等学校長は個人調査報告書の提出を求めることができる。

　　　　・当該高等学校長は志願者に課題レポートの提出を求めることができる。
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　イ　中学校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の期間中に志願先の高等学校長に提出しな

ければならない。

　 (ｱ)　公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）（特別選抜用）

 　(ｲ)　個人調査報告書（様式第２号）（志願先高等学校長からの求めがある場合のみ）

　 (ｳ)　上記(ｱ)及び(ｲ)の電子データ（暗号化し，ＣＤ－Ｒに保存したもの）（(ｲ)の電子データは，志

願先高等学校長からの求めがある場合のみ）

４　選抜方法

　選抜は，面接及び自己報告書により，当該高等学校長が行う。また，提出された個人調査報告書や

課題レポート，実施した作文を選抜の資料に加えることができる。

５　面接

　　特別選抜においては，学力検査は実施せず，面接を行う。

 (1)　面 接 日　当該高等学校が指定する日

 (2)　面接場所　出願先高等学校

 (3)　そ の 他　連携型中高一貫教育校の特色に応じて，作文を実施することができる。

６　合格内定通知      

　合格内定の有無について，当該学校長から連携中学校長へ合格内定状況一覧表（様式第４号）によ

り通知する。また，合格内定をした志願者へは，当該学校長から連携中学校長を通じて本人に合格内

定通知書（様式第５号）により通知する。

　以上の通知は，平成29年１月31日(火)10時以降に行う。ただし，郵送の場合は当日中に投函するこ

ととする。

　また，合格発表は，平成29年３月14日(火)10時とする。

７　その他

 (1)　いったん受理した入学願書，添付書類等及び受検料は返還しない。

 (2)　特別選抜と推薦選抜，スポーツ特別選抜を同時に出願することはできない。

 (3)　特別選抜の合格内定者は，公立高等学校に改めて出願することはできない。

 (4)　合格者に係る通知・文書等を中学校教員に直接交付する場合は、委任状（様式第18号）の提出を 

求める。

 (5)　合格内定とならなかった場合は，特別選抜を受検した高等学校を含め，改めて公立高等学校に出

願することができる。その場合，特別選抜受検校から交付された学力検査料納付済証明書を一般選

抜又は第２次募集の入学願書裏面の所定欄にはり，入学検定料800円のみを納付する。（県立高等学

校については，島根県収入証紙を所定欄にはりつける。ただし，消印をしてはならない。松江市立

女子高等学校については，松江市立女子高等学校の指示に従うこと。）



－ 22 －

Ⅹ　スポーツ推進指定校推薦入学者選抜実施要項（スポーツ特別選抜）

　平成29年度島根県立高等学校スポーツ推進指定校推薦入学者選抜（以下「スポーツ特別選抜」という。）

の実施については，この実施要項の定めるところによる。

１　趣旨

　体育系の部活動の活性化を図るとともに，優秀な選手を育成し競技力を向上させ，また県内にお　

けるスポーツ活動を活性化して生涯スポーツの発展を図るため実施する。

２　実施校　

　スポーツ特別選抜の実施校及び指定競技については，別に定める。

　なお，指定期間は平成29年度から原則として３年間とする。

３　募集人員

　１校において指定競技が１である場合は１校当たり４名以内とする。１校において指定競技が２以

上の場合は１校当たり８名以内とするが，１競技で４名を超えてはならない。

　なお，同一校において同一の指定競技が男女それぞれにある場合はそれぞれ１競技とする。

４　出願　

 (1)　出願資格

　　　平成29年３月中学校又はこれに準ずる学校を卒業見込みで，次の(ｱ)から(ｳ)の全てに該当し，当

該中学校等の校長が推薦する者とする。ただし，県外の中学校等を卒業見込みの者が志願できるの

は，別に定める高等学校に限られる。県外からの合格者数の上限は各学校で定めることができるも

のとする。

　 (ｱ)　スポーツの各種大会で実績を有する又は部活動等で優れた資質や能力を有すること。

 　(ｲ)　合格した場合，入学の意思が確実であること。

 　(ｳ)　入学後も応募したスポーツの継続的な活動を希望すること。

 (2)　出願期間

　　　平成29年１月16日(月)から１月19日(木)12時までとする。

　　　　持込の場合；１月16日(月)から１月18日(水)は９時から17時まで

　　　　　　　　　　１月19日(木)は９時から12時まで

　　　　郵送の場合；１月19日(木)12時以降に届いたものについては，１月16日(月)までの消印がある

ものに限り受け付ける

 (3)　出願手続

　ア　志願者は，次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，所定の期間中に志願先の高等学

校長に提出しなければならない。

 　(ｱ)　入学願書（様式第１号により志願先の高等学校で作成された様式）

　　　　ただし，入学願書の提出は１人１校１学科に限る。

　　　　入学願書は，黒又は青のペンで記入する。

　　　　志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合には，該
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当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いていない場合は空欄とせず，斜線

を記すこと。

 　(ｲ)　写真１枚

　　　　たて４cm×よこ３cm（６か月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけること。

　　　　なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるもの。原則として制服とする。

白黒・カラー写真の別は問わない。

 　(ｳ)　受検料2,200円

　　　　島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつける。ただし，消印をしてはならない。

 　(ｴ)　調査票（志願先の高等学校で作成された様式）

 　(ｵ)　島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）

　　　　（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）

　イ　出身中学校等の校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の出願期間中に志願先の高等学

校長に提出しなければならない。

 　(ｱ)　出身中学校等の校長推薦書（志願先の高等学校で作成された様式）

 　(ｲ)　個人調査報告書（様式第２号）

　 (ｳ)　公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）（スポーツ特別選抜用）

　 (ｴ)  上記(ｲ)及び(ｳ)の電子データ（暗号化し，ＣＤ－Ｒに保存したもの）

　ウ　出願先高等学校長は，必要に応じて，出身中学校等の校長に対して賞状の写し等の補助資料を求

めることができる。

 (4)　県外居住者の出願

　　　保護者が県外に居住し，下記のア，イに該当する場合は，島根県公立高等学校入学志願承認願（様

式第８号）に次の書類を添付して，入学願書とともに，出身中学校等の校長を経由して志願先の高

等学校長に提出する。この手続を経て，当該高等学校長の承認を受けた場合に限り入学願書は受理

される。

　ア　保護者の転勤等による転住の場合

　 (ｱ)　保護者の所属長の証明書又は事情を証明するに足る資料

　 (ｲ)　島根県内の居住地が分かる資料　

　イ　身元引受人により出願する場合

　　　身元引受人を保護者と見なし，身元引受人の居住地に応じて，Ⅱの１及び２に従うものとする。

 　(ｱ)　身元引受人の承諾証明書（様式自由）

　 (ｲ)　受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す，民生児童委員の証明（様式自由）

　　　　又は，その他それを証明する資料（様式自由）

　 (ｳ)　身元引受人の住民票

　　　　なお，県外居住者の出願についての提出書類及び期間等は，74ページの「ⅩⅦ　出願及び選抜

に関する手続一覧表」に示すところによる。
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５　選抜方法

　　選抜は，面接及び書類選考により，当該高等学校長が行う。

６　面接等の日時及び場所

　　当該高等学校長が指定する。

  

７　合格内定通知

　合格内定の有無について，当該学校長から出身中学校等の校長へ合格内定状況一覧表（様式第４号）

により通知する。また，合格内定をした志願者へは，当該学校長から出身中学校等の校長を通じて本

人に合格内定通知書（様式第５号）により通知する。

　以上の通知は，平成29年１月31日(火)10時以降に行う。ただし，郵送の場合は当日中に投函するこ

ととする。

　また，合格発表は，平成29年３月14日(火)10時とする。

８　その他

 (1)　いったん受理した入学願書，添付書類等及び受検料は返還しない。

 (2)　スポーツ特別選抜と推薦選抜，特別選抜を同時に出願することはできない。

 (3)　スポーツ特別選抜の合格内定者は，公立高等学校に改めて出願することはできない。

 (4)　合格者に係る通知・文書等を出身中学校等の教員に直接交付する場合は、委任状（様式第18号）

の提出を求める。

 (5)　合格内定とならなかった場合は，スポーツ特別選抜を受検した高等学校を含め，改めて公立高等

学校に出願することができる。その場合，スポーツ特別選抜受検校から交付された学力検査料納付

済証明書を一般選抜又は第２次募集の入学願書裏面の所定欄にはり，入学検定料800円のみを納付

する。（県立高等学校については，島根県収入証紙を所定欄にはりつける。ただし，消印をしては

ならない。松江市立女子高等学校については，松江市立女子高等学校の指示に従うこと。）
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ⅩＩ　一 般 入 学 者 選 抜（一般選抜）

１　募集定員

　入学定員から各高等学校の各学科の推薦選抜・特別選抜・スポーツ特別選抜の合格内定者数を除い

た数を一般選抜の募集定員とする。

２　出願 

 (1)　出願資格

　　　Ⅰの１に定める応募資格をもつ者

 (2)　出願期間

　　　平成29年２月６日(月)から２月９日(木)12時までとする。

　　　　持込の場合；２月６日(月)から２月８日(水)は９時から17時まで

　　　　　　　　　　２月９日(木)は９時から12時まで

　　　　郵送の場合；２月９日(木)12時以降に届いたものについては，２月６日(月)までの消印がある

ものに限り受け付ける

 (3)　地域（通学区）を持つ県立高等学校普通科への転居等に係る出願前手続

　　　（１ページ，２ページ，３ページ，５ページ参照）

　　　保護者が地域（通学区）外に居住しており，正当と認められる特別な理由がある場合に，１ペー

ジから２ページの別表Ａ又は別表Ｂに掲げる県立高等学校全日制課程普通科へ出願する可能性があ

る者は，転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）を，次の期間内に居住予定地の地域（通

学区）内にある全日制課程普通科を設置する県立高等学校長へ提出すること。

　　　　平成29年１月23日(月)から１月31日(火)17時まで。（必着）

　　　　ただし，持込の場合，土・日曜日は受け付けない。

　　　なお，正当と認められる特別な理由があるとして許可を得た者は，一般選抜における出願，志願

変更による出願，及び第２次募集における出願のいずれにおいても，対象となる学校の全日制課程

普通科を志望する際には，地域（通学区）内としての扱いを受ける。

　　　また，転居等に係る地域（通学区）認定願により保護者が松江市に居住する者としての扱いを受

ける者が松江市内の他の通学区にある県立高等学校全日制課程普通科へ出願する場合には，出願時

に転居等に係る地域（通学区）認定願の写しを提出し，地域内としての扱いを受ける。

 (4)　出願手続

　ア　入学志願者は出願にあたり，次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，所定の期間中

に志願先の高等学校長に提出しなければならない。

 　(ｱ)　入学願書（様式第１号により志願先の高等学校で作成された様式）

　　　　入学願書は，ウの(ｲ)に定める場合を除き，黒又は青のペンで記入する。ただし，次の場合は第２・

第３・第４志望学科欄に，括弧書きで併願する学校名を朱書する。

　　　　　・本校とその分校を併願する場合

　　　　　・全日制課程と併設する定時制課程を併願する場合

　　　　第２・第３・第４志望学科を出願しない場合は空欄とせず，それぞれ斜線を記すこと。
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　　　　志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合には，該

当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いていない場合は空欄とせず，斜線

を記すこと。

 　(ｲ)　写真１枚

　　　　たて４cm×よこ３cm（６か月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけること。

　　　　なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるもの。原則として制服とする。

白黒・カラー写真の別は問わない。

 　(ｳ)　受検料

　　　　学力検査料1,400円及び入学検定料800円，合計2,200円を，県立高等学校については，島根県

収入証紙を入学願書の所定欄にはりつける。ただし，消印をしてはならない。松江市立女子高等

学校については，松江市立女子高等学校の指示に従うこと。

 　(ｴ)　転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）の写し

　　　　（正当と認められる特別な理由があるとして松江市内からの出願としての扱いを受ける者で，

松江市内の他の通学区にある県立高等学校全日制課程普通科を志願する場合）

 　(ｵ)　地域（通学区）内居住確認届（様式第７号）

　　　　（保護者の居住地は地域（通学区）内であるが，特別な事情により，保護者の居住地がある地域（通

学区）外の中学校（国立・私立を除く）を卒業（又は卒業見込み）の者で，地域（通学区）内

の高等学校を志願する場合）

 　(ｶ)　島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）

　　　　（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）

 　(ｷ)　調査票（面接の資料として高等学校で作成している場合，当該高等学校で作成された様式）

　イ　出身中学校等の校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の期間中に志願先の高等学校長

に提出しなければならない。

 　(ｱ)　個人調査報告書（様式第２号）

 　(ｲ)　学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）

 　(ｳ)　公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）（一般選抜用）

　 (ｴ)　上記(ｱ)及び(ｳ)の電子データ（暗号化し，ＣＤ－Ｒに保存したもの）

　ウ　その他

 　(ｱ)　いったん受理した入学願書，添付書類等及び受検料は返還しない。

 　(ｲ)　学力検査場について，特別措置を願い出る場合（後述する８の(4)の(ｱ)から(ｳ)に該当する場合）

は，入学願書（様式第１号）下欄の受検票の検査場名（※印）欄に最寄りの検査場名を朱書する

こと。

 (5)　県外居住者の出願　

　　　保護者が県外に居住し，下記のア，イに該当する場合は，島根県公立高等学校入学志願承認願（様

式第８号）に次の書類を添付して，入学願書とともに，出身中学校等の校長を経由して志願先の高

等学校長に提出する。この手続を経て，当該高等学校長の承認を受けた場合に限り入学願書は受理

される。

　ア　保護者の転勤等による転住の場合

　 (ｱ)　保護者の所属長の証明書又は事情を証明するに足る資料

　 (ｲ)　島根県内の居住地が分かる資料
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　イ　身元引受人により出願する場合

　　　身元引受人を保護者と見なし，身元引受人の居住地に応じて，Ⅱの１及び２に従うものとする。

　 (ｱ)　身元引受人の承諾証明書（様式自由）

　 (ｲ)　受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す，民生児童委員の証明（様式自由）

　　　　又は，その他それを証明する資料（様式自由）

　 (ｳ)　身元引受人の住民票

　　　　なお，県外居住者の出願についての提出書類及び期間等は，74ページの「ⅩⅦ　出願及び選抜

に関する手続一覧表」に示すところによる。

 (6)　自己申告書の提出

 　(ｱ)　入学志願者は，いずれかの学年で欠席日数が30日以上ある場合や，すでに中学校等を卒業して

いる場合に，自己申告書（様式第14号）を提出することができる。

　　　　自己申告書の本人の記入欄及び保護者の記入欄は，それぞれ直筆で記入すること。

 　(ｲ)　自己申告書の提出を希望する場合は，自己申告書を他の提出書類とともに，出身中学校等の校

長を経由して，所定の期間中に志願先の高等学校長へ提出しなければならない。

　　　　なお，出身中学校等の校長に提出する際は，厳封してもよい。その際，封筒の表に志願先高等

学校及び学科名，出身中学校等の学校名，本人氏名を記入すること。

 

３　出願状況の発表

　　上記２による出願者の状況を，平成29年２月10日(金)の15時に，県教育委員会のホームページで 

発表する。

　　また，以下の４から６により変更となった後の出願者の状況を，２月23日(木)の10時に，県教育委

員会の同ホームページで発表する

４　志願変更（37ページ「志願変更の流れ」参照）

　　上記２により出願をした者が希望する場合には，１回に限り，同一学校又は他の学校の課程，学科

に志願変更することができる。

　　ただし，第１志望が変わらない変更は認めない。

　　志願変更の受付期間及び手続き等は，29ページ５に該当する場合を除き，次のとおりとする。

 (1)　志願変更受付期間

　ア　出願先高等学校への提出期間は平成29年２月15日(水)から２月16日(木)17時までとする。持込に

よる提出のみとし，郵送による提出は認めない。

　　　両日とも９時から17時まで

　イ　志願変更先高等学校への提出期間は平成29年２月17日(金)から２月20日(月)17時までとする。

　　　ただし，郵送による場合は，書留速達に限る。また，持込の場合，土・日曜日は受け付けない。

　　　　持込の場合；２月17日(金)，２月20日(月)の９時から17時まで

　　　　郵送の場合；２月20日(月)17時以降に届いたものについては，２月17日(金)までの消印がある

ものに限り受け付ける
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 (2)　志願変更手続

　ア　志願変更を希望する者は，次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，所定の期間中に 

出願先の高等学校長に提出しなければならない。

　 (ｱ)　入学志願変更届（様式第10号）

　入学志願変更証明書（様式第10号－２）に必要事項を記載し，切り取らずに提出すること。

　 (ｲ)　志願変更先高等学校の入学願書（様式第１号）

　書き方等は，２の(4)のアの(ｱ)及び(ｲ)に準ずる。（受検票の部分に写真を貼りつけること。）

　同一学校の他の課程，学科へ志願変更する場合も提出すること。

　イ　入学志願変更届を受け付けた高等学校長は，次の手続きを行うものとする。

　 (ｱ)　提出された入学志願変更届及び入学志願変更証明書について，中央で割印のうえ，切り離す。

入学志願変更届は保管し，入学志願変更証明書に記載された事項を確認のうえ押印し，交付する

ものとする。

　 (ｲ)　新たに提出された志願変更先高等学校の入学願書の収入証紙欄外及び学力検査料納付済証明書

に収入済みの収納印を押し，出身中学校等の校長に返付する。

　 (ｳ)　先に受け付けた出願書類のうち，入学願書，収入証紙（消印済み）は別に保管する。また，公

立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）（一般選抜用）について，該当する出願者の氏

名等に一重線を引き，名簿から削除する。

　 (ｴ)　個人調査報告書（様式第２号）及びその電子データについて，該当者のものを破棄する。出願

時にその他の書類が提出されていた場合には，併せて破棄する。

　　　　ただし，同一学校内の他の課程，学科に志願変更する場合，以下の書類は破棄せずに保存する。

①転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）の写し

②地域（通学区）内居住確認届（様式第７号）

③島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）

④海外在住状況証明書（様式第９号）

　ウ　入学志願変更証明書を交付された者は，次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，所

定の期間中に志願変更先の高等学校長に提出しなければならない。

　 (ｱ)　出願先高等学校長から交付された入学志願変更証明書

　 (ｲ)　志願変更先高等学校の入学願書（ア(ｲ)により提出し，出願先高等学校で収入済みの収納印を

　　　受けたもの）

　 (ｳ)　転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）の写し

　　　　（正当と認められる特別な理由があるとして松江市内からの出願としての扱いを受ける者で，出

願時とは異なる，松江市内の他の通学区にある県立高等学校全日制課程普通科を志願する場合）

　 (ｴ)　その他，志願変更先高等学校への出願に必要なもの

　　　　「２　出願　(4)出願手続」に準ずる。ただし，以下の点に留意すること。

・受検料を再度納付する必要はない。ただし，県立高等学校と松江市立女子高等学校との間で

志願変更手続きをする場合の受験料の納付については，別途定める。

・同一学校内の他の課程，学科に志願変更をする場合，イの(ｴ)の①から④の書類を再度提出

する必要はない。

・所定の期間内に転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）を提出していなかった者
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が，志願変更によりこの認定願を新たに提出することはできない。保護者の転勤等による転

住にともない，Ⅱの１の(1)及び(2)の表に定める地域（通学区）の変更による志願変更が生

じた場合には，「６　特別入学志願許可の取扱い」によること。

　エ　出身中学校等の校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の期間中に志願変更先の高等学

校長に提出しなければならない。

 　(ｱ)　個人調査報告書（様式第２号）

 　(ｲ)　公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）（志願変更用）（志願変更により新たに出願

する者のみ記載し，提出すること。）

 　(ｳ)　学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）（当該中学校等から新規に出願をする場合

のみ提出）

　 (ｴ)　上記(ｱ)及び(ｲ)の電子データ（暗号化し，ＣＤ－Ｒに保存したもの）

　オ　その他

 　(ｱ)　志願変更手続においていったん受理した入学願書，添付書類等及び受検料は返還しない。

 　(ｲ)　学力検査場について，特別措置を願い出る場合（後述する８の(4)の(ｱ)から(ｳ)に該当する場合）

は，入学願書（様式第１号）下欄の受検票の検査場名（※印）欄に最寄りの検査場名を朱書する

こと。

 　(ｳ)　中学校等を卒業後５年を超える者，及び県外居住者については，アの手続きを出身中学校等の

校長を経由せずに行うことができる。その場合，必要書類の提出は本人又は法定代理人が行い，

入学志願変更証明書の交付及び入学願書の返付を受けること。また，本人の場合には身分を証明

するものを，法定代理人の場合には身分を証明するもの及び本人との関係を証する書類を提示す

ること。

　　　　ただし，この場合もウの手続きは出身中学校等の校長を経由して行い，また，出身中学校等の

校長はエの手続きを行うこと。

　 (ｴ)　一旦入学志願変更届を提出した者は，志願変更を取りやめることはできない。また，所定の期

間内に志願変更手続きを完了しなかった時は，一般選抜を辞退したものとみなす。その場合，出

身中学校等の校長は，出願していた高等学校の校長へ辞退届（様式第13号）を提出すること。

 (3)　その他

　ア　県外居住者の出願，自己申告書の提出については，２の(5)及び(6)に準ずる。

　イ　志願変更に係る書類等を出身中学校等の教員に直接交付又は返付する場合は，委任状（様式第18

号）の提出を求める。

５　志願変更に係る特別措置（37ページ「志願変更の流れ」参照） 

 (1)　対象者

　　　次の(ｱ) ～ (ｴ)のいずれかに該当する者が志願変更を希望する場合には，後の(2) ～ (4)により志

願変更をすることができる。

 　(ｱ)　隠岐郡から隠岐郡以外に所在する高等学校に出願していた者

 　(ｲ)　隠岐郡以外から隠岐郡に所在する高等学校に出願していた者

 　(ｳ)　島前から島後に所在する高等学校に出願していた者

 　(ｴ)　島後から隠岐島前高等学校に出願していた者
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 (2)　志願変更受付期間等

　郵送による提出とし，２月15日（水）までの消印があるものに限り受けつける。また，書留速達

に限る。

 (3)　志願変更手続

　ア　志願変更に係る特別措置を希望する者は，次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，

所定の期間中に出願先の高等学校長に提出しなければならない。

 　(ｱ)　志願変更に係る特別措置願（様式第11号）（２部作成し，１部を出願先高等学校長へ提出する。）

 　(ｲ)　入学志願変更届（様式第10号）

　　　　入学志願変更証明書（様式第10号－２）に必要事項を記載し，切り取らずに提出すること。

　 (ｳ)　志願変更先高等学校の入学願書

　　　　書き方等は，２の(4)のアの(ｱ)及び(ｲ)に準ずる。（受検票の部分に写真を貼りつけること。）

　　　　同一学校の他の課程，学科へ志願変更する場合も提出すること。

　 (ｴ)　出願先高等学校から志願変更先高等学校への書類送付用封筒（同一学校内の他の課程，学科に

志願変更する場合には，提出する必要はない。）

　　　　送付先（志願変更先高等学校長）をあらかじめ記入しておくこと。送り主は記載しない。

　　　　書留速達で送付するのに必要な切手を貼っておくこと。

　　　　封筒に「入学者選抜関係書類等在中（志願変更に係る特別措置）」と朱書すること。

　イ　志願変更に係る特別措置を希望する者は，次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，

所定の期間中に志願変更先の高等学校長に提出しなければならない。

 　(ｱ)　志願変更に係る特別措置願（様式第11号）（２部作成し，１部を志願変更先高等学校長へ提出

する。）

 　(ｲ)　転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）の写し

　　　　（正当と認められる特別な理由があるとして松江市内からの出願としての扱いを受ける者で，出

願時とは異なる，松江市内の他の通学区にある県立高等学校全日制課程普通科を志願する場合）

　 (ｳ)　その他，志願変更先高等学校への出願に必要なもの

　　　　「２　出願　(4)出願手続」及び「４　志願変更　(2)志願変更手続」に準ずる。

　ウ　出身中学校等の校長は，次の書類等を，所定の期間中に志願変更先の高等学校長に提出しなけれ

ばならない。

 　(ｱ)　個人調査報告書（様式第２号）

 　(ｲ)　公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）（志願変更用）（志願変更により新たに出願

する者のみ記載し，提出すること。）

 　(ｳ)　学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）（当該中学校等から新規に出願をする場合

のみ提出）

 　(ｴ)　上記(ｱ)及び(ｲ)の電子データ（暗号化し，ＣＤ－Ｒに保存したもの）　
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　エ　特別措置により入学志願変更届を受け付けた高等学校長は，次の手続きを行うものとする。

 　(ｱ)　提出された入学志願変更届及び入学志願変更証明書について，中央で割印のうえ，切り離す。

入学志願変更届は保管し，入学志願変更証明書に記載された事項を確認のうえ押印する。

　 (ｲ)　新たに提出された志望変更先高等学校の入学願書の収入証紙欄外及び学力検査料納付済証明書

に収入済みの収納印を押し，(ｱ)で押印した入学志願変更証明書とともに，書留速達により志願

変更先高等学校の校長に送付する。

　　　　その際，アの(ｴ)を使用することとし，封筒に発信元高等学校名を記入する。

 　(ｳ)　先に受け付けた出願書類のうち，入学願書，収入証紙（消印済み）は，提出された志願変更に

係る特別措置願とともに，別に保管する。

 　(ｴ)　その他の書類の扱いについては，４の(2)のイの(ｳ)及び(ｴ)に準ずる。

 (4)　その他

 　(ｱ)　県外居住者の出願，自己申告書の提出については，２の(5)及び(6)に準ずる。

 　(ｲ)　ここに記載されていない事項については，「４　志願変更」に準ずる。

６　特別入学志願許可の取扱い

 　(ｱ)　県外居住者で，保護者の転勤又は転住によって，本県の公立高等学校へ出願期限を過ぎて出願

するときは，県立高等学校にあっては県教育委員会（教育指導課）に，松江市立女子高等学校に

あっては松江市教育委員会（学校教育課）に願い出，公立高等学校特別入学志願許可書（様式第

12号）によって許可を受けた者に限り出願することができる。その場合には公立高等学校特別入

学志願許可書を入学願書に添付しなければならない。

 　(ｲ)　県内居住者で，出願期間を過ぎてからの保護者の転勤等による転住にともない，Ⅱの１の(1)

及び(2)の表に定める地域（通学区）の変更による志願変更が生じた場合は，上記(ｱ)の手続によ

るものとする。

７　辞退届の提出

　出願した後，何らかの事由で受検を辞退する場合は，出身中学校等の校長はすみやかに志願先の高

等学校長に辞退届（様式第13号）を提出すること。志願変更をした者が受検を辞退した場合には，志

願変更先の高等学校長へ辞退届を提出すること。

　ただし，複数の学科へ順位をつけて出願している場合，一部の学科のみを辞退することはできない。

同一学校内の全日制課程と定時制課程を併願する場合，本校とその分校を併願する場合も同様とする。

８　学力検査

 (1)　問題の作成

　　　検査問題は，島根県教育委員会及び松江市教育委員会において作成する。

 (2)　出題の方針

　　　高等学校教育を受けるに足る資質と能力が正しく判定でき，かつ，中学校教育をゆがめることな

く，その充実に資することができるよう十分留意して，次の(ｱ)，(ｲ)の方針により出題する。

 　(ｱ)　中学校学習指導要領に示されている各教科の目標・内容に即して，問題内容と程度を定める。

 　(ｲ)　単に知識や技能を問うのみでなく，知っていること・できることをどう使うかという観点で思

考力，判断力，表現力，分析力等を問うことのできる問題を作成する。
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 (3)　実施期日及び教科とその配点

　　　実施期日は，平成29年３月７日(火)の１日とし，各検査場とも下記の教科を１教科50分として，

一斉に実施する。

　　　配点は，各教科とも50点満点とする。

 (4)　学力検査場

　　　学力検査場は，島根県公立高等学校とし，学力検査場の管理は，各高等学校に設けられる学力検

査実施委員会（以下「実施委員会」という｡)が担当する。

　　　受検者は，志願先高等学校検査場で受検する。ただし，隠岐郡の場合に限り，次の(ｱ)から(ｴ)の

とおり特別措置（以下「検査場特措」という｡)を講ずる。                         

 　(ｱ)　隠岐郡から隠岐郡以外に所在する高等学校を志願する場合は，体育科を志願する者を除いて，

隠岐郡内の最寄りの学力検査場で受検することができる。

 　(ｲ)　隠岐郡以外から隠岐郡に所在する高等学校を志願する場合は，隠岐郡以外の最寄りの学力検査

場で受検することができる。

 　(ｳ)　島前から島後に所在する高等学校を志願する場合，並びに島後から隠岐島前高等学校を志願す

る場合は，各々の最寄りの学力検査場で受検することができる。

 　(ｴ)　検査場特措を願い出る場合（８の(4)の(ｱ)から(ｳ)に該当する場合）は，入学願書（様式第１号）

右部の受検票の検査場名（※印）欄に最寄りの検査場名を朱書すること。

 (5)　学力検査実施上の留意事項

　ア　学力検査は，下記により行うものとする。

 　(ｱ)　実施委員会に委員長をおき，当該学校長が委員長（以下「実施委員長」という。）となる。

 　(ｲ)　実施委員長は，県教育庁教育指導課長と十分連絡の上，学力検査の実施管理に当たる。

 　(ｳ)　実施委員会には，実施委員長のほかに採点委員，検査場監督委員及びその他必要な係員をおく。

 　(ｴ)　実施委員長は，当該学校の教員から適任者を選び採点委員を決定する。

 　(ｵ)　検査場監督委員及びその他必要な係員の員数については，検査が公正円滑に施行されるよう実

施委員長において決定する。

 　(ｶ)　答案の処理は次のようにする。

　　　　検査場監督委員は，各室受検番号順に答案を整理し，表紙（様式は実施委員長で定める。）を付し，

それに所定の事項を記入して記名押印する。

 　(ｷ)　検査場特措により，検査場の依頼を受けた高等学校長は，検査終了後その答案を志願先の校長

にすみやかに送付する（書留）等の措置を講ずる。

 　(ｸ)　採点は次のようにする。

　　　・採点委員は，実施委員長の指示に従い，県教育委員会及び松江市教育委員会の定めた採点基準

に基づき正確に採点を行うものとする。

　　　・検査場特措を受けた受検者の答案は，原則として志願先高等学校において採点する。

　イ　追検査は，原則として行わない。

３月７日(火)

受　付 諸注意・入場 国　語 数　学

8:30～ 8:50 8:50～ 9:15 9:20～10:10 10:30～11:20

社　会
昼　食

英　語 理　科

11:40～12:30 13:20～14:10 14:30～15:20
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　ウ　その他

 　(ｱ)　学力検査問題の受領から実施までの間に，その漏えいのおそれがある事態の発生を認めたとき

は，実施委員長は，直ちに県教育委員会教育長に報告する。

 　(ｲ)　学力検査の答案は検査終了後，高等学校において１か年保存し，その後においては，校長が適

宜処理する。

９　選抜要領

　高等学校長は，入学志願者については，出身中学校等の校長から提出された個人調査報告書，学力

検査成績，自己申告書等に基づいて，各高等学校，学科等の特色に配慮しつつ，その教育を受けるに

足る能力・適性等を判定して選抜する。

 (1)　選抜の基本的事項

 　(ｱ)　選抜に当たっては，各高等学校の求める生徒像及び選抜において重視する点を踏まえ，各学科

の入学定員の80％（受検者が入学定員に満たない場合は受検者の80％）を基準として，第１志望

者の中から優先的に選抜し，残りについては，第１志望者，第２志望者等の区別なく選抜する。

　　　　なお，各高等学校は，求める生徒像及び選抜において重視する点を募集要項に明記しなければ

ならない。

 　(ｲ)　各高等学校は，学校・学科の特色に応じた学力をみるために，学力検査の特定の教科の得点を

重くみる傾斜配点を導入することができる。この場合，その教科の得点の倍率は２倍を限度とし，

個人調査報告書と学力検査の比率は変えることはできない。

　　　　なお，傾斜配点を実施する場合には，各高等学校の募集要項に明記しなければならない。

 　(ｳ)　面接及び実技検査の実施を必要とする場合には，高等学校長は県教育委員会又は松江市教育委

員会の承認を受けて実施し，その結果を選抜の資料とすることができる。

　　　　また，個人調査報告書と学力検査の素点をそれぞれ換算した評点を合計した総点に，面接及び

実技検査の結果を10点を限度として加え，選抜の資料とすることができる。

　　　　なお，面接を実施する場合には，各高等学校の募集要項に面接の評価の観点を，また面接等の

結果を選抜においての評点として利用する場合にはその評点を明記しなければならない。

 　(ｴ)　個人調査報告書の欠席の記録については，これをもって直接の合否判定の資料とはしない。

 　(ｵ)　個人調査報告書等において資料の整わない場合については，評点を補うなど選抜において十分

配慮し，検討を加える。

 　(ｶ)　高等学校長は，必要がある場合，個人調査報告書の記載事項について最終在籍学校長から，さ

らに詳細な報告を求めることができる。

 (2)　選抜の具体的方法

　ア　各高等学校は，出身中学校等から提出された個人調査報告書等の諸資料，学力検査の成績及び面

接，実技検査等の成績をもとに，課程又は学科ごとに，第１志望者についての公立高等学校入学者

選抜原簿Ⅰ（様式第21号），36ページウの(ｳ)の該当者についての公立高等学校入学者選抜原簿Ⅱ（様

式第21号）を次の記入要領によって作成する。

　　　ただし，同一学校内に本校と分校，他の課程及び学科のない学校については，選抜原簿Ⅰのみ作

成し，選抜原簿Ⅱは作成しない。
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○記入要領

 　(ｱ)　整理番号の記入は各高等学校自由とするが，受検番号は必ず記入する。

 　(ｲ)　ａ欄には，個人調査報告書の学習の記録の合計欄の総計に，第３学年の合計を加えたものを記

入する。

 　(ｳ)　ｂ欄には，特別活動の記録の評価をＡは３，Ｂは２として３項目を合計したものを記入する。

 　(ｴ)　ｃ欄には，学力検査実施教科の素点及び素点の合計を記入する。「傾斜計」欄には傾斜配点を行っ

た場合の合計を250点満点に換算し記入する。（小数点以下切り上げ）

 　(ｵ)　個人調査報告書と学力検査の比率については，各高等学校が学科ごとに80:20，70:30，60:40，

50:50及び40:60の中から選択し決定する。    

1)　個人調査報告書と学力検査の比率が60:40の場合，学習の記録，特別活動の記録，学力検査

の評点及びｅ欄の総点は次の表に示す方法により算出し記入する。

2)　個人調査報告書と学力検査の比率が80：20の場合，(ｵ)の1)の学習の記録及び特別活動の記

録の評点の合計に8/6を乗じて（小数点以下を切り捨て）換算するものとする。学力検査の評

点については，素点×0.08（小数点以下切り上げ）で換算する。ただし，傾斜配点を行った場

合も評点は20とする。

3)　個人調査報告書と学力検査の比率が70：30の場合，(ｵ)の1)の学習の記録及び特別活動の記

録の評点の合計に7/6を乗じて（小数点以下を切り捨て）換算するものとする。学力検査の評

点については，素点×0.12（小数点以下切り上げ）で換算する。ただし，傾斜配点を行った場

合も評点は30とする。

4)　個人調査報告書と学力検査の比率が50：50の場合，(ｵ)の1)の学習の記録及び特別活動の記

録の評点の合計に5/6を乗じて（小数点以下を切り捨て）換算するものとする。学力検査の評

点については，素点×0.2（小数点以下切り上げ）で換算する。ただし，傾斜配点を行った場

合も評点は50とする。

5)　個人調査報告書と学力検査の比率が40：60の場合，(ｵ)の1)の学習の記録及び特別活動の記

録の評点の合計に4/6を乗じて（小数点以下を切り捨て）換算するものとする。学力検査の評

点については，素点×0.24（小数点以下切り上げ）で換算する。ただし，傾斜配点を行った場

合も評点は60とする。

 　(ｶ)　ｄ欄には10点を限度として面接及び実技検査を実施した場合の評点を記入する。

 　(ｷ)　ｆ欄には面接及び実技検査を実施した場合，ｅ欄の総点とｄ欄の評点との合計を記入する。

　 (ｸ)　ｇ欄には個人調査報告書，その他の諸資料から，選抜の具体的資料となるものを特記する。

 　(ｹ)　ｈ欄には第１から第４志望の状況がわかるように記入する。

 　(ｺ)　選抜原簿Ⅰの氏名の記入順序は，ｅ欄の総点の高い順又は面接及び実技検査を実施した場合に

はｆ欄の総合点の高い順に，同点の場合はａ欄の素点の高い順に，さらに同点の場合はｃ欄の素

点の高い順に記入する。

名　　　称 算　出　方　法 素　点 評　点

学 習 の 記 録  素点× 51 ／ 180（小数点以下切り上げ） 　 180     51

特 別 活 動 の 記 録  素点をそのまま      9      9

学　 力　 検　 査  素点× 0.16（小数点以下切り上げ）    250     40

総　　 点（ ｅ 欄 ）  上記の評点を合計したものを総点とする。    100
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傾
斜
計

２９

176 8 35 42 38 44 36 195 58  32 90

168 7 39 40 32 38 35 184 55  30 85

131 6 19 33 15 19 21 107 44  18 62

A科 B科

C科 

D科

第
１
志
望

第
２
志
望

第
３
志
望

第
４
志
望

合　否

h　志　望　学　科

記載例（様式第21号）

　　　　選抜原簿Ⅱの氏名の記入順序は，ｅ欄の総点の高い順又は，第２志望者にも面接及び実技検査

をした場合にはｆ欄の総合点の高い順に，同点の場合はａ欄の素点の高い順に，さらに同点の場

合はｃ欄の素点の高い順に記入する。

 　(ｻ)　合否の欄には，合格の場合は○，不合格の場合は×と記入する。

　イ　志願者を次の２つの群に大別する。

　　Ⅰ群…第１志望者のうち，次の(ｱ)から(ｵ)のいずれにも該当しない者及び推薦選抜・特別選抜・ス

ポーツ特別選抜の合格内定者をⅠ群とする。

　 (ｱ)　学習の記録の評点が，上位者より数えて，入学定員の80％（受検者が入学定員に満たない場合

は受検者の80％）に当たる者の評点未満の者

 　(ｲ)　学力検査の評点が，上位者より数えて，入学定員の80％（受検者が入学定員に満たない場合は

受検者の80％）に当たる者の評点未満の者

　 (ｳ)　個人調査報告書の各項目や学力検査の実施教科において，検討を要する者

　 (ｴ)　ａ～ｃ欄の相互間において，検討を要する者

 　(ｵ)　面接及び実技検査において，検討を要する者

 

　　Ⅱ群…次の(ｱ)から(ｳ)のいずれかに該当する者をⅡ群とする。
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 　(ｱ)  第１志望者のうち，Ⅰ群に入らなかった者

 　(ｲ)　第２志望者等のうち，第１志望で合格が留保になっている者及び不合格となった者

 　(ｳ)  個人調査報告書等において資料の整わない者

　ウ　Ⅰ群は，原則として全員合格とする。

　　　Ⅱ群の選抜に当たっては，次の要領で行う。

　 (ｱ)　Ⅰ群が入学定員の80％に満たない場合は，第１志望者のうち原則としてｅ欄の総点又は面接及

び実技検査を実施した場合はｆ欄の総合点の上位者から必要な員数を選抜し，入学定員の80％（受

検者が入学定員に満たない場合は受検者の80％）まで充足する。

　 (ｲ)　同一学校内に分校と本校，他の課程及び学科のない学校においては，残りの者について，選抜

原簿Ⅰにより，個人調査報告書，学力検査の成績，面接及び実技検査の結果，自己申告書等を精

密に検討し，原則としてｅ欄の総点又は面接及び実技検査を実施した場合はｆ欄の総合点の上位

者から必要な員数を選抜する。

　 (ｳ)　同一学校内に本校と分校，他の課程又は学科のある学校においては，残りの者について，選抜

原簿Ⅱにより，個人調査報告書，学力検査の成績，面接及び実技検査の結果，自己申告書等を精

密に検討し，原則としてｅ欄の総点の上位者から必要な員数を選抜する。

　　　　ただし，第２志望者等にも面接及び実技検査を実施した場合は，原則としてｆ欄の総合点の上

位者から必要な員数を選抜する。

　 (ｴ)　ａ～ｃ欄の相互間にかなりの不均衡がある場合は精密な検討を加える。

 　(ｵ)　教育課程外の教育活動や受検教科以外の教科において，優れた実績や成績を有する者について

は，その実績や成績に配慮する。

10　合格発表

　　合格発表は平成29年３月14日(火)10時とする。ただし，郵送の場合は当日中に投函することとする。

11　その他

 (1)　合格者に係る通知・文書等を出身中学校等の教員に直接交付する場合は，委任状（様式第18号）

の提出を求める。

 (2)　合格者が当該高等学校長の定める日時までに入学の意思表示をしない場合は，当該高等学校長は

合格を取り消すことがある。
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中学校教員等 
□［委任状（様式第 18号）］ 

□志願変更証明書 
（様式第 10 号－２） 

□志願変更先高等学校 
の入学願書（収納印） 

□入学志願変更証明書 
（様式第 10 号－２） 

□志願変更先高等学校 
の入学願書（収納印） 

□その他 

□個人調査報告書（様式第２号）

□出願者名簿（様式第 15 号） 
□概要表（様式第３号） 

（学校から新規に出願する場合） 

□電子データ 

□特別措置願 
（様式第 11号） 

□入学志願変更届 
（様式第 10号） 
（様式第 10 号－２も記載）

□志願変更先高等 
学校の入学願書 

□封筒（切手）（異なる学

校へ志願変更する場合）

□特別措置願 
（様式第 11号） 

□その他 

□個人調査報告書（様式第２号）

□出願者名簿（様式第 15 号） 
□概要表（様式第３号） 

 （学校から新規に出願する場合） 

□電子データ 

□入学志願変更証明書（様式第 10号－２） 
□志願変更先高等学校の入学願書（収納印） 

①
③

① 1

② 

②

【志願変更の流れ】 
１ 通常の志願変更手続（27～29ページ ４） 

     【出願先高等学校へ行う手続】          【志願変更先高等学校へ行う手続】 

  2月 15日(水)～2月 16日(木)17時までに行う。   2月 17日(金)～2月 20日(月)17時までに行う。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）①の手続は持込に限る。出願先高等学校長は即日交付及び返付をする（②）。 

   出身中学校長等から志願変更先高等学校の手続き（③）は郵送も可。 

（郵送の場合は書留速達とし，２月 17日までの消印有効） 

 

２ 志願変更に係る特別措置による手続（29～31ページ ５） 

     【出願先高等学校へ行う手続】          【志願変更先高等学校へ行う手続】 

  郵送（書留速達）２月 15日までの消印有効      郵送（書留速達）２月 15日までの消印有効 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）①及び1の手続は郵送（書留速達）で行う。（２月 15日までの消印有効） 

②の手続は出願先高等学校により，郵送（書留速達）で行う。（①により送付された封筒（切手）  

 を用いる） 

志願者 

出身中学校等の校長 

出願先高等学校長 
（すでに出願して

いた学校の校長） 

出身中学校等の校長 

志願変更先 
高等学校長 

□入学志願変更届 
（様式第 10号） 
（様式第 10 号－２も記載）

□志願変更先高等 
学校の入学願書 

志願者 

出身中学校等の校長 

出願先高等学校 

出身中学校等の校長 

志願変更先 
高等学校長 
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ⅩⅡ　第２次募集入学者選抜実施要項（第２次募集）

　平成29年度入学者選抜合格発表後において，欠員が生じたときは次により全日制課程及び定時制課程

の第２次募集を行う。

１　募集人員

　　平成29年３月14日(火)の公立高等学校入学者選抜の合格発表の時点で，欠員が生じた全日制課程及

び定時制課程の学校・学科において，各学校・学科の欠員数を募集人員とする。

　　ただし，Ⅱの１の(1)の別表Ａに掲げる県立高等学校全日制課程普通科における地域外からの募集

人員，及びⅡの１の(2)の別表Ｂに掲げる松江市内の県立高等学校全日制課程普通科における通学区

外からの募集人員については，それぞれの制限を超えないこととする。

　　第２次募集を行う学校，課程，学科及び募集人員は，平成29年３月14日(火)10時に県教育委員会の

ホームページで公表する。

２　出願

 (1)　出願資格

　　　Ⅰの１に定める応募資格をもつ者のうち，以下の(ｱ)又は(ｲ)に該当する者を除くものとする。

 　(ｱ)　平成29年度島根県公立高等学校入学者選抜に合格した者

 　(ｲ)　平成29年度入学者選抜において，高等専門学校，県外の高等学校又は県内の私立高等学校等に

合格し，入学手続をした者

　　　　ただし，平成29年度島根県公立高等学校入学者選抜の一般選抜において出願した学校（志願変

更をした場合には，志願変更後の学校）に再度出願することはできない。本校のみへ出願してい

た場合の分校への出願，分校のみへ出願していた場合の本校への出願，及び定時制課程のみに再

出願する場合はその限りではない。

　　　　また，一般選抜学力検査の結果を選抜資料として利用する学校へ出願する場合には，一般選抜

学力検査を受検していること。

 (2)　出願期間

　　　平成29年３月16日(木)から３月17日(金)12時までとする。

　　　ただし，郵送による場合は，書留速達に限る。

　　　　持込の場合；３月16日(木)は９時から17時まで

　　　　　　　　　　３月17日(金)は９時から12時まで

　　　　郵送の場合；３月17日(金)12時以降に届いたものについては，３月15日(水)までの消印がある

ものに限り受け付ける

 (3)　出願手続

　ア　入学志願者は出願にあたり，次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，所定の期間中

に志願先の高等学校長に提出しなければならない。

　 (ｱ)　入学願書（様式第１号－２により志願先の高等学校で作成された様式）

　　　　入学願書は黒又は青のペンで記入する。ただし，次の場合は第２・第３・第４志望学科欄に，

括弧書きで併願する学校名を朱書する。

・本校とその分校を併願する場合

・全日制課程と併設する定時制課程を併願する場合
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　　　　第２・第３・第４志望学科を出願しない場合は空欄とせず，それぞれ斜線を記すこと。

　　　　一般選抜を受検した場合の「一般選抜受検校」の欄もこれと同様の方法で記載すること。また，

受検していない場合は，空欄とせず，それぞれ斜線を記すこと。

　　　　志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合には，該

当の文字を「入力用文字」の欄に記載する。異なる文字を用いない場合は空欄とせず，斜線を記

すこと。

 　(ｲ)　一般選抜の際に発行された学力検査料納付済証明書（一般選抜へ出願した者）

　　　　一般選抜へ出願した者は，その際に発行された学力検査料納付済証明書を入学願書裏面の所定

欄にはりつける。

　　　　（推薦選抜，特別選抜，スポーツ特別選抜のいずれかに出願し，一般選抜に出願していない者は，

出願した際に発行された学力検査料納付済証明書をはること。）

　 (ｳ)　入学検定料800円

　　　　島根県収入証紙を所定欄にはりつける。ただし，平成29年度島根県公立高等学校入学者選抜に

おける他の選抜に出願していない者は，受検料2,200円分の島根県収入証紙を所定欄にはりつけ

る。松江市立女子高等学校については，松江市立女子高等学校の指示に従うこと。

 　(ｴ)　写真１枚

　　　　たて４cm×よこ３cm（６か月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつけること。

　　　　なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるもの。原則として制服とする。 

白黒・カラー写真の別は問わない。

　 (ｵ)　転居等に係る地域（通学区）認定願（様式第６号）の写し

　　　　（正当と認められる特別な理由があるとして松江市内からの出願としての扱いを受ける者で，

松江市内の他の通学区にある県立高等学校全日制課程普通科を志願する場合）

 　(ｶ)　地域（通学区）内居住確認届（様式第７号）

　　　　（保護者の居住地は地域（通学区）内であるが，特別な事情により，保護者の居住地がある地域（通

学区）外の中学校（国立・私立を除く）を卒業（又は卒業見込み）の者で，地域（通学区）内

の高等学校を志願する場合）

 　(ｷ)　島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）

　　　　（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）

 　(ｸ)　調査票（面接の資料として高等学校で作成している場合，当該高等学校で作成された様式）

　イ　出身中学校等の校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の期間中に志願先の高等学校長

に提出しなければならない。

 　(ｱ)　個人調査報告書（様式第２号）

 　(ｲ)　学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）

 　(ｳ)　公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第15号）（第２次募集用）

　 (ｴ)　上記(ｱ)及び(ｳ)の電子データ（暗号化し，ＣＤ－Ｒに保存したもの）

 (4)　県外居住者の出願　

　　　保護者が県外に居住し，下記のア，イに該当する場合は，島根県公立高等学校入学志願承認願（様

式第８号）に次の書類を添付して，入学願書とともに，出身中学校等の校長を経由して志願先の高

等学校長に提出する。この手続を経て，当該高等学校長の承認を受けた場合に限り入学願書は受理

される。
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　ア　保護者の転勤等による転住の場合

　 (ｱ)　保護者の所属長の証明書又は事情を証明するに足る資料

　　　　（一般選抜に出願している者は写しでも可）　

　 (ｲ)　島根県内の居住地が分かる資料　

　イ　身元引受人により出願する場合

　　　身元引受人を保護者と見なし，身元引受人の居住地に応じて，Ⅱの１及び２に従うものとする。

 　(ｱ)　身元引受人の承諾証明書（様式自由）

　 (ｲ)　受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す，民生児童委員の証明（様式自由）

　　　　又は，その他それを証明する資料（様式自由）

　 (ｳ)　身元引受人の住民票

　　　　なお，県外居住者の出願についての提出書類及び期間等は，74ページの「ⅩⅦ　出願及び選抜

に関する手続一覧表」に示すところによる。

 (5)　自己申告書の提出について

 　(ｱ)　入学志願者は，いずれかの学年で欠席日数が30日以上ある場合や，すでに中学校等を卒業して

いる場合に，自己申告書（様式第14号）を提出することができる。

　　　　自己申告書の本人の記入欄及び保護者の記入欄は，それぞれ直筆で記入すること。

 　(ｲ)　自己申告書の提出を希望する場合は，自己申告書を他の提出書類とともに，出身中学校等の校

長を経由して，所定の期間中に志願先の高等学校長へ提出しなければならない。

　　　　なお，出身中学校等の校長に提出する際は，厳封してもよい。その際，封筒の表に志願先高等

学校及び学科名，出身中学校等の学校名，本人氏名を記入すること。

 (6)　その他

　　　いったん受理した入学願書，添付書類等及び入学検定料又は受検料は返還しない。

３　辞退届の提出

　出願した後，何らかの事由で受検を辞退する場合は，出身中学校等の校長はすみやかに志願先の高

等学校長に辞退届（様式第13号）を提出すること。

　ただし，複数の学科へ順位をつけて出願している場合，一部の学科のみを辞退することはできない。

同一学校内の全日制課程と定時制課程を併願する場合，本校とその分校を併願する場合も同様とする。

４　作文及び面接等

 (1)　実施期日　　平成29年３月21日(火)

 (2)　実施場所　　第２次募集を実施する各高等学校

 (3)　実施内容　　実施当日の日程及び検査内容については，当該高等学校長が定める。

　　　　　　　　　面接，作文，基礎学力をみるための検査等を行う場合がある。

 (4)　そ の 他　　提出された資料等により，検査に代える場合がある。その場合には，志願者の召集

は行わない。

５　選抜方法

 (1)　提出された資料と実施した検査結果等を総合的に判断し，当該高等学校長が行う。

 (2)　一般選抜学力検査の結果を資料として利用することができる。
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６　合格発表

　平成29年３月23日(木)10時とする。

　当該高等学校に合格者の受検番号を掲示する。併せて，当該高等学校長は出身中学校等の校長を通

じて本人に連絡する。

７　その他

 (1)　合格者に係る通知・文書等を出身中学校等の教員に直接交付する場合は，委任状（様式第18号）

の提出を求める。

 (2)　合格者が当該高等学校長の定める日時までに入学の意思表示をしない場合は，当該高等学校長は

合格を取り消すことがある。

 (3)　その他，特別に必要があるときは，当該高等学校長は県教育委員会又は松江市教育委員会と協議

して決定する。
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ⅩⅢ　島根県立高等学校通信制課程入学者選抜実施要項

　平成29年度島根県立高等学校通信制課程入学者選抜は，この要項の定めるところによる。

１　通信制課程設置校

　　島根県立宍道高等学校，島根県立浜田高等学校

２　応募資格

　　次の要件の１つを満たし，(1)から(4)のいずれかに該当する者

　　本県内に住所を有する者，勤務地が本県内にある者，又は特別の事由により本県の通信教育を受け

ることが適当であると認められる者

 (1)　中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者

 (2)　平成29年３月に中学校又はこれに準ずる学校を卒業する見込みの者

 (3)　学校教育法施行規則第95条第１号から第４号の規定に該当する者

 (4)　その他通信教育を実施する高等学校において，中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者

３　入学定員

　　別途定める

４　選抜方法

　　面接及び書類選考による。

５　出願の基本事項

　全日制・定時制課程において実施する，推薦選抜，スポーツ特別選抜，特別選抜，一般選抜及び第

２次募集と併願することはできない。

　ただし，上記のいずれの選抜においても合格とならなかった場合，通信制課程のみに出願すること

はできる。

６　出願に当たっての提出書類

 (1)　入学願書（様式第１号により志願先の高等学校で作成された様式）

 (2)　写真１枚

　　　たて４cm×よこ３cm（６か月以内に撮影したもの）を指定場所にはりつけること。

　　　なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるもの。白黒・カラー写真の別は

問わない。

 (3)　入学検定料

　　　800円分の島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつける。ただし，消印をしてはならない。

 (4)　個人調査報告書（様式第２号）

　　　ただし，卒業後５年以上を経過している者は出身中学校等の卒業証明書でよい。

 (5)　自己紹介書（志願先の高等学校で作成された様式）

 (6)　面接日時連絡用封筒（長形３号封筒に志願者の住所，氏名を記入し，送付に必要な切手をはりつ

けたもの）
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 (7)　返信用封筒（角形２号封筒に志願者の住所，氏名を記入し，送付に必要な切手をはりつけたもの）

 (8)　その他

 　(ｱ)　高等学校卒業程度認定試験（旧･大学入学資格検定）に合格（科目合格を含む）している者で，

志願先の高等学校で単位認定の申請をする場合は，「合格成績証明書」又は「科目合格証明書」

を提出すること。

 　(ｲ)　職業資格付与のための試験や実践的技能・技術の能力の検定に合格した場合，その成果を対応

する教科・科目の増加単位として認定できる場合がある。その資格・試験等については事前に問

い合わせて認められる資格・試験を確認した上で，その合格証明書を提出すること。

 　(ｳ)　いったん受理した入学願書，添付書類，入学検定料は返還しない。

７　出願期間

　　平成29年２月13日(月)から平成29年３月28日(火)17時までとする。（必着）

　　ただし，土・日曜日，祝日は受け付けない。

８　面接等の日時及び場所

　　当該高等学校長が指定する。

９　合格通知

　　当該高等学校長から本人に通知する。
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ⅩⅣ　面接実施要領

　高等学校長は，次により面接を実施することができる。

１　面接の趣旨

　　各学校・学科に対する関心や志望の動機，就学意欲等を把握するために面接を実施する。

 

２　面接方法等

 (1)　各高等学校長は，面接の方式，時間等について県教育委員会又は松江市教育委員会と協議の上，

実施方法等を定める。

 (2)　各高等学校長は，校長を委員長とした面接実行委員会を設置して，その委員の意見を聞かなけれ

ばならない。

 (3)　その他，必要な事項については，実施高等学校長が定める。

 

３　面接の評価の観点

 (1)　志望の動機

 (2)　高校生活への抱負

 (3)　将来の希望

 (4)　その他，各高等学校が募集要項で定めること。

 

４　留意事項

 (1)　受検生が落ち着いて答えられるよう配慮する。

 (2)　面接委員は各面接会場において複数を配置する。

 (3)　面接委員は十分な意思統一を図り，面接が公平に行われるよう配慮する。

 (4)　受検生の適性や能力及び意欲などについて，生徒の長所を積極的に把握するよう配慮する。

 (5)　評価等については，複数の面接実行委員が客観的に評価を行うよう，各高等学校長がこれを定め

る。

 (6)　選抜においては，総合的な判定の資料とする。

 (7)　次の(ｱ)，(ｲ)については質問しない。

 　(ｱ)　家庭状況及び生活環境など，本人の適性や能力に関係のない事項

 　(ｲ)　思想，信条及び容姿に関するものや，基本的人権を侵害する事項
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ⅩⅤ　口頭による開示請求

　受検者は，次のとおり口頭による開示請求を行うことができる。　

１　口頭による開示請求を行うことができる個人情報

　　平成29年度島根県公立高等学校入学者選抜学力検査における教科別得点及び合計得点

２　口頭による開示請求を行うことができる者

　　受検者本人のみ。法定代理人は認めない。

３　口頭による開示請求を行うことができる期間　　

　原則として４月中の土曜日，日曜日及び国民の祝日を除く期間とし，平成29年度は以下のとおりと

する。

　平成29年４月３日(月)から４月28日(金)までとする。

４　開示を行う時間

　　原則として，９時から17時までとする。

５　開示請求できる場所

　　一般選抜における，志願先の公立高等学校とする。

６　本人の確認

　受検票の提示を必要とする。

　受検票の紛失により提示ができない場合は，高等学校長の判断により，次の(1)及び(2)を提示する

ことで，口頭による開示請求に対する開示を受けることができるものとする。

　　(1)　生徒証（写真により本人確認が可能なもの）

　　(2)　合格通知書（本人氏名と受検番号が明示されているもの）

７　開示の方法

　　本人であることを確認した上で，直ちに開示する。（様式第23号）

　　口頭による開示請求に対する開示には写しを交付しない。受検者本人がメモを取ることは問題ない。

８　開示の事務取扱

　　平成14年９月付け島根県発行の「個人情報保護事務の手引き」による。
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ⅩⅥ　様式各号　　　　　　　

◆第１号の例【入学願書】（本人→中学校→高等学校）

◆第１号－２の例【入学願書（第２次募集用）】（本人→中学校→高等学校）

◆第２号【個人調査報告書】（中学校→高等学校）

◆第３号【学習成績・特別活動の記録等概要表】（中学校→高等学校）

◆第４号【合格内定状況一覧表】（高等学校→中学校）

◆第５号【合格内定通知書】（高等学校→中学校→本人）

◆第６号【転居等に係る地域（通学区）認定願】

　（本人→中学校→居住予定地の地域（通学区）内にある全日制課程普通科を設置する県立高等学校）

◆第７号【地域（通学区）内居住確認届】（本人→中学校→高等学校）

◆第８号【島根県公立高等学校入学志願承認願】（本人〔県外〕→中学校→高等学校）

◆第９号【海外在住状況説明書】（本人→中学校→高等学校）

◆第10号【入学志願変更届】（本人→中学校→出願先高等学校）

◆第10号－２【入学志願変更証明書】（出願先高等学校→中学校→本人→中学校→志願変更先高等学校）

◆第11号【志願変更に係る特別措置願】（本人→中学校→出願先高等学校・志願変更先高等学校）

◆第12号【公立高等学校特別入学志願許可願（許可書）】

　（本人→中学校→県教委・松江市教委→中学校→本人）

◆第13号【公立高等学校入学者選抜受検辞退届】（中学校→高等学校）

◆第14号【自己申告書】（本人→中学校→高等学校）

◆第15号【公立高等学校入学者選抜出願者名簿】（中学校→高等学校）

◆第16号【公立高等学校入学者選抜学力検査受検者名簿】（高等学校→中学校）

◆第17号【校長副申書】（中学校→高等学校）

◆第18号【委任状】（中学校→高等学校）

◆第19号【公立高等学校 入学志願者・合格者 状況報告書】（高等学校→教育指導課）

◆第20号【公立高等学校合格者名原簿】（高等学校→教育指導課）

◆第21号【公立高等学校入学者選抜原簿（Ⅰ，Ⅱ）】（高等学校→教育指導課（１部））

◆第22号【公立高等学校入学者選抜学力検査得点状況調査票】（高等学校→教育指導課）

◆第23号【学力検査得点票】（簡易開示用）

◆第24号【島根県公立高等学校入学者選抜における特別措置願】（中学校→県教委・松江市教委）
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現
住

所

丁
目

番
号

現
住

所
都

府
市

町

学
力

検
査

料
1
,4

0
0
円

は
納

付
済

み
で

あ
る

こ
と

を
証

明
し

ま
す

。
収

　
納

　
印

道
県

郡
村

番
地

学 歴
中

学
校

氏
　

名

丁
目

番
号

2
5
m

m

現
住

所
都

府
市

町

道
県

郡
村

番
地

私
は

出
願

資
格

を
満

た
し

て
お

り
、
貴

校
に

入
学

し
た

い
の

で
，
受

検
料

を
添

え
，
保

護
者

と
連

名
で

出
願

し
ま

す
。

し
た

者
が

，
一

般
選

抜
に

出
願

す
る

場
合

　
　

又
は

一
般

選
抜

に
出

願
し

た
者

が
，

第
２

次
募

集
に

出
願

す
る

場
合

に
必

要
と

な
る

の
で

，
大

切
に

保

。
い

な
し

行
発

再
て

し
と

則
原

は
書

明
証

の
こ

。
と

こ
く

お
て

し
管

　
　

日
　

　
　

　
月

　
　

　
　

年
　

　
　

　
成

平

志
願

者
氏

名

㊞
名

氏
者

護
保

様
　

長
校

学
等

高
立

県
根

島

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
 　

　
　

　
丁

目
　

　
　

　
　

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
都

府
　

　
　

　
　

　
　

　
　

市
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
町

　
　

　
　

　
　

　
　

　
道

県
　

　
　

　
　

　
　

　
　

郡
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
村

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

番
地

2
5

　
島

根
県

立
  
　

　
　

　
　

　
　

高
等

学
校

保 護 者

志
望

校

志 　 願 　 者

高
等

学
校

名

5
0
m

m

昭
和

・
平

成
 　

 　
年

 　
 　

月
  

　
　

日

生
　

　
年

　
　

月
　

　
日

（
島

根
県

収
入

証
紙

を
は

り
つ

け
る

と
こ

ろ
） 受 付 番 号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

島
根

県
立

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
等

学
校

　
入

　
学

　
願

　
書

７
２

m
m

卒
業

・
卒

業
見

込

第
３

志
望

科

受
　

　
　

検
　

　
　

票

学
力

検
査

料
納

付
済

証
明

書

昭
和

･平
成

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

志
　

願
　

先
高

等
学

校
名

7
0

m
m

1
4
0
m

m

　
　

受
検

者
顔

写
真

　
 　

（
４

×
３

㎝
）

　
無

帽
・
無

背
景

・
正

面

6
か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の

に
限

る
裏

面
に

出
身

中
学

校
名

・
氏

名
を

記
入

の
こ

と

※

（
注

）
学

力
検

査
料

納
付

済
証

明
書

は
，

推
薦

選
抜

等
へ

出
願

m
m

（
様

式
第
１
号
の
例
表
面
）
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○
○

て
い

つ
に

方
り

は
の

紙
証

入
収

県
根

島
　

○
意

注
の

上
入

記
書

願
学

入
○ １
　
黒
又
は
青
の
ペ
ン
で
記
入
す
る
こ
と
。

１
　
志

願
者

は
，
受

検
料

2
,2

0
0
円

分
の
収

入
証

紙
を
は
る
。

２
　
志
願
者

の
氏
名
に
あ
る
文
字
と
入
力
及
び
印
刷
に
用
い
る
文
字
が

２
　
収
入
証
紙
の
枚
数
が
多

く
，
表

面
だ
け
に
は
れ
な
い
場

合
は
裏

面
に
は
っ
て
も
よ
い
。

　
　
異
な
る
場
合
に
は
，
該
当
の
文
字
を
「
入
力
用
文
字
」
の
欄
に
記
載

 8
:3

0
～

 8
:5

0
受
　
　
　
　
　
付

　
　
す

る
。
異

な
る
文

字
を
用

い
て
い
な
い
場

合
は
空

欄
と
せ

す
，
斜

線
 8

:5
0
～

 9
:1

5
諸

注
意

・
入

場 語　
　

　
国

0
1:

0
1

～
0

2:
9 

。
と

こ
す

記
を

　
　 ３
　
※

印
は
押

印
・
記

入
し
な
い
。
た
だ
し
，
検

査
場

に
つ

い
て
特

別
措

1
0
:3

0
～

1
1
:2

0
数

　
　
　
　
　
学

　
　
置
を
願

い
出
る
者
は
，
受
検
票
の
検
査
場
名
を
朱
書
す
る
。

1
1
:4

0
～

1
2
:3

0
社
　
　
　
　
　
会

４
　
併
記
し
て
あ
る
事
項
は
，
該
当

文
字
を
○
で
囲
む
。

語
　

英
0

1:
4

1
～

0
2:

3
1

。
と

こ
い

な
ら

折
は

書
願

　
５

1
4
:3

0
～

1
5
:2

0
理

　
　
　
　
　
科

7
　
受

検
時

に
は
，
受

検
票

と
学

力
検

査
料

納
付

済
証

明
書

を
切

り
離

し
受

検
票

を
持

参
す

る
。

8
　
写

真
は
裏

面
に
の
り
又

は
両

面
テ
ー

プ
等

を
は
り
，
は
が
れ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

（
各

高
等

学
校

で
必

要
事

項
を
印

刷
す

る
）

推
薦
選
抜
等
へ
出
願
し
た
者
が
，
一

般
選

抜
に
出

願
す

る
際

は
，
こ
の
欄

に
推

薦
選

抜
等

受
検

校
か
ら
交

付
さ
れ
た
学
力
検
査
料
納
付
済

証
明

書
を
は
り
つ

け
る
こ
と
。

○
学
力
検
査
又
は
推
薦
選
抜
等

  
  
の
時
程

昼
　
　
　
　
　
　
食

　
　
　
　
　
月

日
時
間

３
月
７
日
（
火
）

7
0

m
m

1
4
0
m

m

６
　
出
願
時
に
は
入
学
願
書
と
受

検
票

，
学

力
検

査
料

納
付

済
証

明
書

　
　
を
切

り
離

さ
な
い
こ
と
。

（
様

式
第
１
号
の
例
裏
面
）
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別
　

性
名 

者 
検 

受

在
　

学
　

又
　

は
出

身
中

学
校

名

 ※  検
 査

 場
 名

 ※  受
 検

 番
 号

平
成

2
9
年

度
※

　
　

　
　

　
（
こ

の
受

検
票

は
，

受
検

中
，

必
ず

所
持

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

）

第
１

志
望

第
２

志
望

第
４

志
望

地
域 外
・

内
科

科
科

校
学

等
高   

　

科
科

科
校

学
等

高   
　

ふ
り

が
な

性
別

氏
　

名

入
力

用
文

字

丁
目

番
号

現
住

所
都

府
市

町

道
県

郡
村

番
地

学 歴
中

学
校

氏
　

名

丁
目

番
号

現
住

所
都

府
市

町

道
県

郡
村

番
地

私
は

出
願

資
格

を
満

た
し

て
お

り
，

貴
校

に
入

学
し

た
い

の
で

，
受

検
料

を
添

え
，
保

護
者

と
連

名
で

出
願

し
ま

す
。

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

志
願

者
氏

名

㊞
名

氏
者

護
保

様
　

長
校

学
等

高
立

県
根

島

卒
業

・
卒

業
見

込

第
３

志
望

科

受
検

票
 （

第
２

次
募

集
）

志
　

願
　

先
高

等
学

校
名

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

月

(以
下
余
白
)

昭
和

・
平

成
 　

 　
年

 　
 　

月
  

　
　

日

生
　

　
年

　
　

月
　

　
日

受 付 番 号
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
島

根
県

立
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
高

等
学

校

 入
学

願
書

（
第

２
次

募
集

用
）

科

保 護 者

志
望

校

志 　 願 　 者

高
等

学
校

名

一
般

選
抜

受
検

校

　
　

受
検

者
顔

写
真

　
 　

（
４

×
３

㎝
）

　
無

帽
・
無

背
景

・
正

面

6
か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の

に
限

る
裏

面
に

出
身

中
学

校
名

・
氏

名
を

記
入

の
こ

と

※

5
0
m

m

（
島

根
県

収
入

証
紙

を
は

り
つ

け
る

と
こ

ろ
）

７
２

m
m

○
○

（
様

式
第
１
号
－
２
の
例
表
面

）
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て
い

つ
に

方
り

は
の

紙
証

入
収

県
根

島
　

○
意

注
の

上
入

記
書

願
学

入
○ １

　
黒

又
は

青
の

ペ
ン

で
記

入
す

る
こ

と
。

１
　

志
願

者
は

，
入

学
検

定
料

8
0
0
円

分
の

収
入

証
紙

を
は

る
。

２
　

志
願

者
の

氏
名

に
あ

る
文

字
と

入
力

及
び

印
刷

に
用

い
る

文
字

が
２

　
た

だ
し

，
島

根
県

公
立

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
他

の
選

抜
に

出
願

し
て

い
な

い
者

は
，

　
　

異
な

る
場

合
に

は
，

該
当

の
文

字
を

「
入

力
用

文
字

」
の

欄
に

記
載

 8
:3

0
～

 8
:5

0
受

　
　

　
　

　
付

　
　

受
検

料
2
,2

0
0
円

分
の

収
入

証
紙

を
は

る
。

　
　

す
る

。
異

な
る

文
字

を
用

い
て

い
な

い
場

合
は

空
欄

と
せ

す
，

斜
線

 8
:5

0
～

 9
:1

5
諸

注
意

・
入

場
３

　
収

入
証

紙
の

枚
数

が
多

く
，

表
面

だ
け

に
は

れ
な

い
場

合
は

裏
面

に
は

っ
て

も
よ

い
。

文　
　

　
　

作
0

1:
0

1
～

0
2:

9 
。

と
こ

す
記

を
　

　 ３
　

※
印

は
押

印
・
記

入
し

な
い

。
た

だ
し

，
検

査
場

に
つ

い
て

特
別

措
1
0
:3

0
～

面
　

　
　

　
　

接

　
　

置
を

願
い

出
る

者
は

，
受

検
票

の
検

査
場

名
を

朱
書

す
る

。
（
各

高
等

学
校

で
必

要
事

項
を

印
刷

す
る

）

４
　

併
記

し
て

あ
る

事
項

は
，

該
当

文
字

を
○

で
囲

む
。

５
　

願
書

は
折

ら
な

い
こ

と
。

６
　

出
願

時
に

は
受

検
票

を
切

り
離

さ
な

い
こ

と
。

７
　

写
真

は
裏

面
に

の
り

又
は

両
面

テ
ー

プ
等

を
は

り
，

は
が

れ
な

い
よ

  
  
う

に
注

意
す

る
。

（
各

高
等

学
校

で
必

要
事

項
を

印
刷

す
る

）

一
般

選
抜

等
へ

出
願

し
た

者
が

，
第

２
次

募
集

に
出

願
す

る
際

は
，

こ
の

欄
に

一
般

選
抜

等
受

検
校

か
ら

交
付

さ
れ

た
学

力
検

査
料

納
付

済
証

明
書

を
は

り
つ

け
る

こ
と

。

○
面

接
な

ど
の

時
程

＜
例

＞

　
　

　
　

　
月

日
時

間
月

3
2
1
日

（
火  

 ）

○
○

7
0

m
m

1
4
0
m

m

（
様

式
第
１
号
－
２
の
例
裏
面

）
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この報告書の記載に相違ないことを証明する

印 ㊞

(注)・島根県教育委員会及び松江市教育委員会が作成し配布する電子様式を用いて作成する。
　 　　　（入力フォームは島根県教育委員会のホームページからダウンロードすること）

　　・※印は記入しない。

記載者

平成

立 学校 校長

年 月 日

１～３年の総計 　７　特記事項

　２　総合的な学習の時間の記録

評価
（第３学年）

言語や文化についての知識・理解

各学年の合計
※(a)

３年

１年
外国語表現の能力

外国語理解の能力
２年

外
国
語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの関心・意欲・態度

　６　欠席の記録
生活を工夫し創造する能力

生活の技能
学年 欠席日数 備　考

生活や技術についての知識・理解

運動や健康・安全についての知識・理解
技
術
・
家
庭

生活や技術への関心・意欲・態度

運動や健康・安全についての思考・判断

運動の技能

鑑賞の能力

保
健
体
育

運動や健康・安全への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

美
　
術

美術への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

音
　
楽

音楽への関心・意欲・態度

理
　
科

自然事象への関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

数学的な技能

数量や図形などについての知識・理解
　５　諸活動の記録及び所見

自然事象についての知識・理解

公正・公平 公共心・公徳心

数学的な見方や考え方
数
　
学

数学への関心・意欲・態度

勤労・奉仕

資料活用の技能

社
　
会

社会的事象への関心・意欲・態度

社会的な思考・判断・表現

社会的事象についての知識・理解

言語についての知識・理解・技能

創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護

　４　行動の記録
書く能力

読む能力 基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感

国
　
語

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

氏 名

学校行事 ※(b)

観点 ３年 １年 ２年 ３年 ※
評価

教
科

定評価評別点観 内容 学級活動 生徒会活動

録記の動活別特　３　録記の習学　１　

平成

卒業（見込） 平成 年

年 月

月
卒業
卒業見込

日 生

高等学校

分　　　校

科
ふりがな 性別

生年月日
昭和

※

個人調査報告書
整理番号

秘

志望校

課程

制

（様式第２号）
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平成29年度　学習成績・特別活動の記録等概要表

立　　　　　　中学校　校 長　氏 名                       印

１　学習成績概要表（第３学年）

２　総合的な学習の時間（第３学年）

３　特別活動の記録概要表（第３学年）

４　備考

国　　　語

社　　　会

数　　　学

理　　　科

音　　　楽

美　　　術

保 健 体 育

技術・家庭

外　国　語

学 習 活 動

観　　　点

①学 級 活 動

②生徒会活動

③学 校 行 事

計

計

（注）・１及び３については，評定を出した全員について評定別の人数を記入する。過年度卒業生は含まない。

　　 ・２については，各学校が定める第３学年での学習活動及び評価の観点についてそれぞれ記入する。

   　・記入できない箇所がある場合は斜線を引き，備考欄にその理由を記すこと。

   　・複製する場合は，Ａ４判とする。

５

Ａ Ｂ 計

４ ３ ２ １ 計

（様式第３号）
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合 格 内 定 通 知 書 

 

 

 

                         平成   年   月   日 

 

 

  受検番号 

 

           立   中学校  

 

  受検者氏名                      様 

 

 

 

                 

                               高等学校長 印 

 

 

 

  あなたは，平成 29年度島根県公立高等学校入学者選抜において，選考の結果， 

 

  本校        科に合格を内定したので通知します。 

 

  なお，合格発表は，平成 29年 3月 14日（火）に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 複製する場合は，Ａ４判とする。 

整理番号　　　 枚中

合格内定状況一覧表

平成　　　年　　　月　　　日

中学校長　様

高等学校長  印

貴校から   特　　　　別    選抜に出願いただきました志願者について，下記の
推　　　　薦

スポーツ特別

とおり決定しましたので通知します。

記

（注）１　推薦選抜，特別選抜，スポーツ特別選抜それぞれ別に作成すること。

　　　２　選抜結果欄には「合格内定」「不合格」のいずれかを記入すること。

　　　３　合格内定をした志願者については，当該高等学校長から出身中学校等の校長を通じて本人に合格内定通知書

　　　　（様式第５号）により通知する。

　　　４　以上の通知は，平成29年１月31日（火）10時以降に行う。ただし，郵送の場合は当日中に投函することとする。

      ５　複製する場合は，Ａ４判とする。

受検番号 志望学科 選抜結果 備　　考

（様式第４号）
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合 格 内 定 通 知 書 

 

 

 

                         平成   年   月   日 

 

 

  受検番号 

 

           立   中学校  

 

  受検者氏名                      様 

 

 

 

                 

                               高等学校長 印 

 

 

 

  あなたは，平成 29年度島根県公立高等学校入学者選抜において，選考の結果， 

 

  本校        科に合格を内定したので通知します。 

 

  なお，合格発表は，平成 29年 3月 14日（火）に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 複製する場合は，Ａ４判とする。 

（様式第５号）
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平成29年度 転居等に係る地域（通学区）認定願 

 
                                              平成   年   月   日 

                      高等学校長 様 

 
                      本  人 氏 名 
 
                                 昭和・平成   年   月   日生 
 
                      保 護 者 氏 名                     ㊞    
                       
 
                                     （本人との続柄      ） 
 
   私は，下記のとおり，貴高等学校の（ 地域 ・ 通学区 ）内に保護者とともに 
居住を予定していますので，（ 地域 ・ 通学区 ）内として認定いただきますよ 
うお願いします。 

記 
 
  １ 出身中学校       
 
  ２ 保護者現住所 
 
 ３ 居住予定地       
 
  ４ 特別な理由（具体的詳細に記入する。） 
 
 
 
 
 上記のとおり相違ないことを証明する。 
 
  平成   年   月   日 
 
             立      中学校 校 長 氏 名                       印 
 

（注）保護者が地域（通学区）外に居住する者で，地域（通学区）内扱いを希望する者は，以下のとおり該当するものに○

印をつけ，必要事項を記入した後，実施要綱１ページ＜別表 A＞のうち居住予定地の地域内（松江市内の場合は２ページ 
＜別表Ｂ＞のうち居住予定地の通学区内）の高等学校長に提出する。 
松江市以外に居住を予定している場合は「地域」に，松江市内に居住を予定している場合は「通学区」に○をする。 
ただし，推薦選抜で松江市内の県立高等学校全日制課程普通科へ出願する場合は，居住予定地に応じて「地域」， 

「通学区」のいずれかに○印をつける。 
   なお，理由を証明する資料として，下記のいずれかの書類を添付すること。 
   １ 保護者が既に地域（通学区）内に居住している場合は，保護者の住民票。 
  ２ 保護者の転勤又は転住の場合は，保護者の所属長の証明書又は理由を証明するに足る資料に加え，居住地が分かる

資料。 
   ３ 複製する場合は，Ａ４判とする。 

（様式第６号）
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平成29年度 地域（通学区）内居住確認届

平成　　　年　　　月　　　日

高等学校長　様

本　  人　氏 名

保 護 者　氏 名

 昭和・平成　　　年　　　月　　　日生

（本人との続柄　　　　　　）

㊞

　私は，下記のとおり，　　　　　　　　　　　中学校から出願しますが，保護者と

ともに貴高等学校の（　地域　・　通学区　）内に居住していますので届けます。

記

上記のとおり相違ないことを証明する。

　平成　　　年　　　月　　　日

       　　  立　　　　　　中学校　校 長　氏 名 印

（注）保護者の居住地は地域（通学区）内であるが，特別な理由により，保護者の居住地がある地域（通学区）外の

　　中学校（国立・私立を除く）を卒業（又は卒業見込み）の者で，地域（通学区）内の高等学校を志願する者は，

　　以下のとおり該当するものに○印をつけ，必要事項を記入した後，この届を志願先高等学校に提出する。

　　　松江市以外に居住している場合は「地域」に，松江市内に居住をしている場合は居住地に応じて「地域」，「通

　　学区」のいずれかに○印をつける。

　　　複製する場合は，Ａ４判とする。

   　

１ 出身中学校       

２ 保護者現住所 

（様式第７号）
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平成29年度 島根県公立高等学校入学志願承認願

平成　　　年　　　月　　　日
立　　　　高等学校長　様

本　　人　氏 名

保 護 者　氏 名

 昭和・平成　　　年　　　月　　　日生

（本人との続柄　　　　　　）

㊞

　私は，下記のとおり，島根県公立高等学校入学者選抜の（ 推薦選抜・ 

スポーツ特別選抜・一般選抜・第２次募集 ）に志願したいので承認いただき

ますようお願いします。

記
１　志望校・課程・学科

２　出 身 中 学 校

３　保 護 者 現 住 所

４　居 住 予 定 地

５　特別な理由（具体的詳細に記入する。）

　上記のとおり相違ないこと及び，島根県外の公立高等学校に出願していないことを

証明する。

平成　　　年　　　月　　　日

       立　　　　　　中学校　校 長　氏 名 印

（注１）志願の承認を願う選抜の種類（推薦選抜・スポーツ特別選抜・一般選抜・第２次募集）のいずれかを○で囲む。

（注２）この承認願とともに理由を証明する資料として，下記のいずれかの書類を添付して志願先高等学校に提出する。

   １　保護者が既に島根県内に居住している場合は，保護者の住民票。

　 ２　保護者が県外に居住する場合は、推薦選抜においては18ページ，スポーツ特別においては23ページの「(4)県外居住

　　　者の出願」，一般選抜においては26ページの「(5)県外居住者の出願」，第２次募集においては39ページの「(4)県外
居住者の出願」を参照すること。

　 ３　複製する場合は，Ａ４判とする。

（様式第８号）【県外からの出願】
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海 外 在 住 状 況 説 明 書

平成　　　年　　　月　　　日

高等学校長　様

本　人 氏名

保護者 氏名

昭和・平成　　　年　　　月　　　日生

（本人との続柄　　　　　　）

㊞

海外在住状況は，次のとおりです。

（注）帰国生徒は下の１～５全てに，外国人生徒は下の１，３，５に記載すること

 １　海外在住地名　　　　　　　　

 ２　出 国 年 月　　　　　　　　

 ３　帰国又は入国年月　　　　　　　　

 ４　在 外 期 間　　　　　　　　

 ５　出国前・海外在住中・帰国後の教育歴

学 校 名            所在地（国名）・都市名          期 　　間

備 
 
 
 

考

上記のとおり相違ないことを証明する。

  平成      年      月　　  日

　　　　　　　　　　　　　　　中学校　校長　氏名 
（中学校長意見）

印

（注） １　国内に出身中学校等がない場合は，出身中学校等の校長の証明又は記載内容を証明する他の資料を添付する。
       ２　学力検査の検査教科の一部を減じることを希望する場合にはその理由を備考欄に記入する。
       ３　保護者が既に島根県内に居住している場合は，保護者の住民票を添付する。
       ４　保護者の転勤等による転住の場合は，保護者の所属長の証明書又は理由を証明するに足る資料に加え，島根県
         内の居住地が分かる資料を添付する。
       ５　保護者が本県内に居住していない場合は，備考欄に理由を記入し，身元引受人の承諾証明書（様式自由）及び
         志願者と身元引受人との関係を示す民生児童委員の証明又はその他それを証明する資料（様式自由），身元引受
         人の住民票を添付する。　
       ６　備考欄は，特に参考となることがあれば記入する。
 　    ７　複製する場合は，Ａ４判とする。

（様式第９号）
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入　学　志　願　変　更　届

　　 島根県立
松江市立

全日制課程
定時制課程

平成　　　　年　　　　月　　　　日

中学校名

受検生氏名

保護者氏名 印

記

島根県立

松江市立

入　学　志　願　変　更　証　明　書

中学校名

受検生氏名

全日制課程
定時制課程

志願変更したことを証明します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

立県根島　　
松江市立

　　 島根県立
松江市立

記

島根県立

松江市立

（注）１　志願変更を希望する者は，黒又は青のペン書きで必要事項を記載し，切り取らずに提出すること。
　　　２　様式第10号は，全ての項目を記入すること。
　　　３　様式第10号－２については，日付を除き、全ての項目をあらかじめ記入しておくこと。
　　　４　併記してあるところは、○で囲むこと。

高等学校長　様

貴校　

高等学校 科学先更変願志

科学校学等高先更変願志

高等学校長　様

科を第１志望として出願しましたが、下記の通り志願変更します。

高等学校長　 印

り通の記下、がたしまし願出てしと望志１第を科校本、は者の記上

中学校長印

高校側で切り取る

出願した高校

出願した高校

志願変更先の高校

（様式第10号）

（様式第10号－２）
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平成　　　　年　　　　月　　　　日

＜出願先高等学校＞

　　島根県立
松江市立

＜志願変更先高等学校＞

　　島根県立
松江市立

中学校名

受検生氏名

保護者氏名 印

記

島根県立

松江市立

島根県立

松江市立

（注）１　志願変更に係る特別措置を希望する者は，この特別措置願を出願先高等学校長あて，志願変更先高等学校

　　　　長あて連名で２部作成し，出身中学校等の校長を経由してそれぞれ１部ずつ提出すること。

　　　２　併記してあるところは，○で囲むこと。

　　　３　書類送付用封筒には送付先（志願変更先高等学校長）をあらかじめ記入し，書留速達で送付するのに必要

　　　　切手を貼っておくこと。ただし、送り主は記載しないこと。　 

　　　４　書類送付用封筒に「入学者選抜関係書類等在中（志願変更に係る特別措置）」と朱書すること。

　　　５　同一学校内の他の課程，学科に志願変更する場合には，書類送付用封筒は不要である。

志 願 変 更 に 係 る 特 別 措 置 願

下記の通り志願先を変更します。志願変更に係る特別措置を希望しますのでお願いします。

　　　　　　　学科高等学校

　高等学校長　様

志願変更先

　高等学校長　様

科学　　　　　　　校学等高先　願　出

中学校長印

（様式第11号）
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平成 29年度  公立高等学校特別入学志願許可書 
 

公立高等学校への特別入学志願許可願 
 
                                             平成   年   月   日 

島根県教育委員会 様 
松江市教育委員会 様 

  
                      本  人 氏 名 
 
                                昭和・平成   年   月   日生 
 
                      保 護 者 氏 名                                  ㊞ 
 
                                     （本人との続柄      ） 
 
   私は，下記のとおり，島根県の公立高等学校に志願したいので許可いただきます  
ようお願いします。 

                   記 
 １ 志望校・学科 
 
  ２ 出身中学校       
 
  ３ 保護者現住所 
 
 ４ 居住予定地       
 
  ５ 特別な理由（具体的詳細に記入する。） 
 
 
 
 
 上記のとおり相違ないことを証明する。 
 
  平成   年   月   日 
 
           立      中学校 校 長 氏 名                           印 
 

 
 
 島根県公立高等学校への出願を許可する。 
 
               平成   年   月   日 
 
                             （ 島根県 ・ 松江市 ）教育委員会教育長  印 
 

（注）出願期間を過ぎて，県外志願者の保護者の転勤等による転住によって出願する場合 ，又は県内志願者の保護者の

転勤等による転住によりⅡの１の(1)及び(2)の表に定める地域（通学区）の変更による志願変更が生じた場合は，この

許可書に理由を証明する資料として， ，松江市教

証明を受け，その後，志願先高等学校に当該高等学校の願書とともに提出すること。 
   １ 保護者が既に島根県内に居住している場合は，保護者の住民票。 
  ２ 保護者の転勤等による転住の場合は，保護者の所属長の証明書又は理由を証明するに足る資料に加え， 

島根県内の居住地が分かる資料。 
  ３ 複製する場合は，Ａ４判とする。 

育委員会（学校教育課）に提出して，

下記のいずれかの書類を添付して島根県教育委員会（教育指導課）又は

（様式第12号）
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公立高等学校入学者選抜受検辞退届

平成　　　年　　　月　　　日

高等学校長　様

立　　　　　　中学校　校 長　氏 名　 印

　貴校に出願している下記の生徒は，受検を辞退しますので，よろしくお取り計らい
願います。

記

受検番号　　　 課程・学科          氏　　　名             事　　　　由

（注）１　受検を辞退する場合に提出すること。

  　  ２　事由の欄には，「病気のため」，「松江高専合格のため」，「県内私立高校合格のため」のように記入すること。

　　　　その他の事由については，さらに具体的に記入すること。

      ３　複製する場合は，Ａ４判とする。

（様式第13号）
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自己申告書

※受検番号

平成　　年　月　日 
高等学校長  様

出身中学校等の校名　　　　　　　　　中学校

本　人氏名

保護者氏名　　　　　　　  　 　  ㊞

昭和・平成　　　年　　月　　日生

（本人との続柄   　　　 ）

私は，貴校　　　　課程　　　　　科への志願に当たり，次のとおり申告します。

本人の記入欄

・自己申告書を提出する理由

  １　欠席日数が多い

  ２　過年度卒業である

・学校・学科等志願の動機・理由，高校生活への抱負，将来の希望等

保護者記入欄

(注)１　自己申告書は，いずれかの学年で欠席が30日以上ある場合やすでに中学校等を卒業している場合，希望す
　　　る人が提出できる。
    ２　「自己申告書を提出する理由」については，該当番号を○で囲むこと。     
    ３　この申告書は，他の提出書類とともに，中学校等へ提出すること。なお，提出する際は，厳封してもよい。
　　　その際，封筒の表に志願先高等学校，学科名，中学校等の校名及び本人氏名を記入すること。
    ４　保護者記入欄には，志願先高等学校に理解してほしいことがらなどがあれば記入する。
　　５　黒又は青のペン書きで直筆のこと。（ボールペンも可）
    ６　※欄は，記入しないこと。
    ７　用紙の大きさはＡ４判とする。

（様式第14号）
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に
記

入
す

る
こ

と
。

と
こ

る
す

入
記

を
旨

の
そ

ば
れ

あ
が

項
事

記
特

他
の

そ
，

外
区

学
通

，
外

域
地

，
措

特
場

査
検

，
卒

度
年

過
　

　
　

　
。

い
な

し
入

記
は

で
校
等

学
中

，
は

欄
印

※
　

３
。

５
　

電
子

様
式

で
作

成
し

，
印

刷
す

る
際

は
Ａ

４
横

判
と

す
る

。

枚
中

※
備

　
考

平
成
２
９
年
度
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
出
願

者
名
簿

※
整
理

 
 
番
号

氏
　
　
名

性
別

志
望
す
る
課
程
・
学
科

志
望
高
等
学
校
名

特
　

記
　

事
　

項

（
様
式
第
1
5
号
）
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整
理

番
号

第
１

志
望

第
２

志
望

第
３

志
望

第
４

志
望

上
記

の
と

お
り

受
検

番
号

及
び

学
力

検
査

場
を
決
定
す
る
。

）
名

長
校

（
）

名
校

学
等

高
（

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
印

（
以

下
は

検
査

場
特

措
の

場
合

に
限

り
学

力
検

査
場

の
高

等
学

校
で

記
入

す
る

）

（
学

力
検

査
場

高
等

学
校

名
）

（
同

校
長

名
）

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
印

（
注

）
１

　
第

１
志

望
の

課
程

・
学

科
別

に
ま

と
め

て
記

入
す

る
。

２
　

特
記

事
項

欄
に

は
，

次
に

示
す

特
記

事
項

に
該

当
す

る
も

の
を

全
て

記
入

す
る

。

　
　

第
２

志
望

学
科

が
該

当
す

る
場

合
に

も
同

様
に

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

　
　

過
年

度
卒

，
検

査
場

特
措

，
地

域
外

，
通

学
区

外
，

そ
の

他
特

記
事

項
が

あ
れ

ば
そ

の
旨

を
記

入
す

る
こ

と
。

学
力

検
査

場

平
成
２
９
年
度
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
学
力
検
査
受

検
者

名
簿

受
検

番
号

氏
　

　
名

性
別

志
望

す
る

課
程

・
学

科
特

　
記

　
事

　
項

高
等

学
校

名

枚
中

備
　

考

（
様
式
第
1
6
号
）
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※受検番号

校長副申書
平成　　年　　月　　日

高等学校長  様

中 学 校 名

校 長 氏 名

記載者氏 名

印

㊞

　次の者は，個人調査報告書の「学習の記録」及び「特別活動の記録」等の記入
ができませんので，このことについて次のとおり申告します。

志 願 者 氏 名

志望課程              　   　　課程

志望学科　　 第１志望　　　　　　　　　　   科　
　　　　　　 第２志望　　　　　　　　　　   科
　　　　　　 第３志望　    　　　           科
             第４志望　　　    　           科

・記入ができない記録

・記入ができない理由

(注)１　※欄は，記入しないこと。
    ２　用紙の大きさは，Ａ４判とする。

（様式第17号）
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委  任  状 

 

                                                 平成  年  月  日 

 

       高等学校長   様 

 

                                    中  学  校  名 

 

                                    校  長  氏  名                       印 

 

 

 平成29年度島根県公立高等学校入学者選抜に係る通知・文書等の受領について

は，下記の者に委任します。 

 

記 

 

所 属 名 職 名 氏  名 

   

 

 

 ○受領日 平成29年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 (注)１ 委任を受ける者は原則として当該中学校等の教員とし，他の者を派遣する場合は，事前

に派遣先の高等学校長と協議し，その許可を得ること。  

   ２ 複数名を派遣する場合は，全員を記入する。 

   ３ 用紙の大きさは，Ａ４判とする。 

（様式第18号）
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課程

㊞

（提出期日）　３月２７日まで

区 分

合
　
計

地
域
外

通
学
区
外

合
　
計

地
域
外
扱

通
学
区
外
扱

身
元
引
受
人

合
　
計

地
域
外

通
学
区
外

合
　
計

地
域
外
扱

通
学
区
外
扱

身
元
引
受
人

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

志願者

合格者

（注）１　一般選抜等の欄には推薦選抜等の合格者数を含めること。

２　第２次募集を実施しなかった場合は，該当欄に斜線を記入すること。

３　保護者が海外に居住する場合は，県外として扱う。

４　複製する場合は，Ａ４判とする。

一般
選抜等

第２次
募集

一般
選抜等

第２次
募集

合
　
計

一般
選抜等

第２次
募集

一般
選抜等

第２次
募集

一般
選抜等

第２次
募集

一般
選抜等

第２次
募集

一般
選抜等

第２次
募集

県　　内 県　　外

平成29年度公立高等学校　入学志願者・合格者　状況報告書

取扱者氏名

学 校 名

校 長 氏 名

第２・第３・第４ 志　望

県　　内 県　　外

合
　
　
計

合
　
　
計

第　１　志　望

（　　　　　）

入
 
学
 
定
 
員

印

学

科

（様式第19号）
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平成 29 年度公立高等学校合格者名原簿 
 
                               課程             科                                 高等学校  No.      

受検番号 氏     名 性別 出身中学校名 受検番号 氏     名 性別 出身中学校名

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(注) １　本校・分校別にＡ４判で作成し，それぞれに表紙をつけること。 
 
２　課程・学科別とし，１枚に50名記入できるように作成すること。 

３　学科別の合格者の計をそれぞれの末尾に記入すること。
 

４　出身中学校名は，松江四のように略記すること。

（様式第20号）
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（
様

式
第

２
１
号

）

平
成
２
９
年
度
　
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
原
簿
（
Ⅰ
，
Ⅱ
）

.
o

N
校

学
等

高
      

a
 

ｂ
学 習 の 記 録

特 別 活 動

（
注

）

３
　
　
印

刷
す

る
場

合
は
，
Ａ
４
横

判
と
す

る
。

整 理 番 号

受 検 番 号

氏
　

　
名

在
籍

又
は

出
身

中
学

校

個
人

調
査

報
告

書
c
　

学
力

検
査

国
社

数
理

第 ４ 志 望

d 面 接 実 技 検 査

個
人

調
査

報
告

書
：

学
力

検
査

f 総 合 点

群 　 　 別

g 
 選

抜
上

の
特

記
事

項

h
　

　
志

望
学

科 第 ３ 志 望

素
点

点
評

点
　

　
　

素

e 総 点

第 １ 志 望

第 ２ 志 望

１
　
　
表

紙
及

び
裏

表
紙

を
つ

け
て
綴

じ
，
表

紙
に
学

校
名

と
枚

数
を
明

記
す

る
。

２
　
　
「
個

人
調

査
報

告
書

：
学

力
検

査
」
欄

の
（
　
　
：
　
　
）
の
中

に
比

率
を
記

入
す

る
。英

計
傾 斜 計

個 人 調 査

報 告 書

学 力 検 査

合
否

（
　

　
　

：
　

　
　

）

㊙

（
様
式
第
2
1
号
）
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平成 29 年度公立高等学校入学者選抜学力検査得点状況調査票 
 
 学科名                                   学 校 名                        
 
                                                 校 長 氏 名                        
 
                                                 取扱者氏名                        
 
１ 補助的事項 

 
教 科 

人    数 総  得  点 最 高 点 最 低 点 平 均 点 
全受検者数 合格者数 全受検者 合 格 者 全受検者 合格者 全受検者 合格者 全受検者 合格者 

国 語           
社 会           
数 学           
理 科           
英 語           
全教科           

 
２ 教科別得点分布 

国   語 社   会 数   学 理   科 英   語  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全 教 科 
得 点  人 数 得 点  人 数 得 点  人 数 得 点  人 数 得 点  人 数 得 点  人 数 

  50    50    50    50    50   250  
  45    45    45    45    45   240  
  40    40    40    40    40   230  
  35    35    35    35    35   220  
  30    30    30    30    30   210  
  25    25    25    25    25   200  

  20    20    20    20    20   190  
  15    15    15    15    15   180  
  10    10    10    10    10   170  
   5     5     5     5     5   160  
   0     0     0     0     0   150  

合 計  合 計  合 計  合 計  合 計   140  

 
 (注)全学科総合のものと各学科別のものを作成する。 
     平均点は，小数第２位を四捨五入し小数第１位まで記入する。 
     印刷する場合は，Ａ４判とする。 
 

 130  
 120  
 110  
 100  

90  
80  
70  
60  
50  

40  
30  
20  
10  
0  

合 計  

 

（様式第22号）
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平成29年度　学力検査得点票

高等学校 受検番号　　　　　　　　

氏　　名　　　　　　　　

出身中学

学力検査結果

国語     社会     数学     理科     英語    　合計

（様式第23号）
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文　　書　　番　　号

平成　　年　　月　　日

島根県教育委員会教育長  　様

松江市教育委員会教育長    様

中学校長　　印

平成29年度島根県公立高等学校入学者選抜における

特別措置願

このことについて，下記のとおり特別措置を申請します。

記

１  特別措置を希望する生徒　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　昭和・平成　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　　現 住 所

２  在籍又は出身中学校名・住所

３　入学志願先高等学校

      　  　　　 　　       高等学校      　　　   科

４　特別事情（事情の詳細及び希望する特別措置を具体的に記載）

注：医師の診断書等を添付すること

ふ　り　が　な

（様式第24号）
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ⅩⅦ　出願及び選抜に関する手続一覧表

期　　　日 項　　目
提　出　書　類  作　　成　　者

提　出  先 部 数 参照頁 備　　　考
様　式 名　　　称 内　　　　容 出　身　中　学　校　等 高　等　学　校

１０月３日（月）
以降

１０月３１日（月）
まで

入学願書・募集要項
等の準備

求める生徒像等及び面接等を実施する場合は評価の観点を
各高等学校の募集要項に明記する。

入学願書・募集要項等
の印刷

１月１６日(月)

～

１月１９日(木)
 １２時まで

ただし，推薦選抜，スポー
ツ特別選抜の出願を郵送
で行う場合，１月19日(木)
12時以降に届いたものに
ついては，１月16日（月）
までの消印があるものに
限り受け付ける。

推　薦　選　抜
出　願　受　付

第１号
調査票

・入学願書（推薦選抜）
・調査票
（それぞれの高等学校所定の
もの）

それぞれの高等学校所定の入学願書を使用すること。
この場合，入学願書に添付されている受検票等の該当欄
も記入すること。
その際，調査票も添付すること。

志願者（保護者）は中学校長を
経由して提出する。

左について受付し，収入証紙の
消印をする。
学力検査料納付済証明書に収入
済みの収納印を押印し，受験票
とともに交付する。

志願先高等学校長 各１

１７

・願書及び調査票はそれぞれの高等学校に請
求する。

・各高等学校は，受検票を1月20日 (金)以降，
契印・写真割印のうえ交付する。

第８号
島根県公立高等学校入学志願
承認願

県外からの志願者が島根県公立高等学校に出願するために
使用する。

県外志願者は，中学校長を経由
して，志願先高等学校長へ提出
する。

志願先高等学校長 １

用紙は様式を複製し，使用する。

左の承認願を受理し，その諾否
を通知する。
（通知様式自由）

中学校長 １

第６号
転居等に係る地域 (通学区 )
認定願

地域 ( 通学区 ) 外からの志願者が地域 ( 通学区 ) 内扱いの
適用を受けるために使用する。

地域 ( 通学区 ) 外志願者は，中
学校長を経由して，左の許可願
を提出する。

志願先高等学校長 １

左の許可願を受理し，その諾否
を通知する。
（通知様式自由）

中学校長 １

推　薦　選　抜
各種調査報告書等の提出

中学校長推薦書（それぞれの
高等学校所定のもの）

中学校長 志願先高等学校長 １
中学校長推薦書はそれぞれの高等学校に請求す
る。

第２号 個人調査報告書 中学校長 志願先高等学校長 １ 電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

第３号
学習成績・特別活動の記録等
概要表

評定を出した全員について，評定別の人数を記入する。
過年度卒業生は含まない。

中学校長 志願先高等学校長 １ 用紙は様式を複製し，使用する。

第15号
公立高等学校入学者選抜
出願者名簿

中学校は高等学校別に作成する。 中学校長 志願先高等学校長 １ 電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

電子
データ

様式第２号及び第15号の電子
データ

中学校は高等学校別に作成する。所定の電子様式により
作成し，暗号化したデータをＣＤ－Ｒで提出する。

中学校長 志願先高等学校長 １ ホームページから様式を入手する。

特　別　選　抜
出　願　受　付

第１号
自己報告書

・入学願書（特別選抜）
・自己報告書
（それぞれの高等学校所定のも
の）

それぞれの高等学校所定の入学願書を使用すること。
この場合，入学願書に添付されている受検票の該当欄も記
入すること。
その際，自己報告書を添付すること。

志願者（保護者）は中学校長を
経由して提出する。

左について受付し，収入証紙の
消印をする。
学力検査料納付済証明書に収入
済みの収納印を押印し，受験票
とともに交付する。

志願先高等学校長 各１

２０

・願書及び自己報告書はそれぞれの高等学校
に請求する。

・各高等学校は，受検票を１月20日(金)以降，
契印・写真割印のうえ交付する。

特　別　選　抜
各種調査報告書等の提出

第２号 個人調査報告書 志願先高等学校長から求めがある場合のみ提出する。 中学校長 志願先高等学校長 １ 電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

第 15 号
公立高等学校入学者選抜
出願者名簿

中学校は高等学校別に作成する。 中学校長 志願先高等学校長 １ 電子様式により作成する。

電子
データ

様式第２号（求めがある場合）
及び第 15 号の電子データ

中学校は高等学校別に作成する。所定の電子様式により
作成し，暗号化したデータをＣＤ－Ｒで提出する。

中学校長 志願先高等学校長 １ ホームページから様式を入手する

スポーツ特別選抜
出　願　受　付

第１号
調査票

・入学願書（スポーツ特別選抜）
・調査票
（それぞれの高等学校所定のも
の）

それぞれの高等学校所定の入学願書を使用すること。
この場合，入学願書に添付されている受検票等の該当欄も
記入すること。
その際，調査票も添付すること。

志願者（保護者）は中学校長を
経由して提出する。

左について受付し，収入証紙の
消印をする。
学力検査料納付済証明書に収入
済みの収納印を押印し，受験票
とともに交付する。

志願先高等学校長 各１

２２

・願書及び調査票はそれぞれの高等学校に請
求する。

・各高等学校は，受検票を１月20日(金)以降，
契印・写真割印のうえ交付する。

第８号
島根県公立高等学校入学志願
承認願

県外からの志願者が島根県公立高等学校に出願するために
使用する。

県外志願者は，中学校長を経由
して，志願先高等学校長へ提出
する。

志願先高等学校長 １

用紙は様式を複製し，使用する。
左の承認願を受理し，その諾否
を通知する。
（通知様式自由）

中学校長 １

スポーツ特別選抜
各種調査報告書等の提出

中学校長推薦書（それぞれの高
等学校所定のもの）

中学校長 志願先高等学校長 １
中学校長推薦書はそれぞれの高等学校に請求す
る。

第２号 個人調査報告書 中学校長 志願先高等学校長 １ 用紙は，様式をＡ４判で複製し，使用する。

第 15 号
公立高等学校入学者選抜
出願者名簿

中学校は高等学校別に作成する。 中学校長 志願先高等学校長 １ 電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

電子
データ

様式第２号及び第 15 号の電子
データ

中学校は高等学校別に作成する。所定の電子様式により
作成し，暗号化したデータをＣＤ－Ｒで提出する。

中学校長 志願先高等学校長 １ ホームページから様式を入手する。

１月 31 日 ( 火 ) 合格内定通知

第４号 合格内定状況一覧表 推薦選抜等の入学者選抜の合格内定状況を通知する。
それぞれの高等学校長から中学校
長へ通知する。

当該中学校長 １

用紙は様式を複製し，使用する。
第５号 合格内定通知書 推薦選抜等の入学者選抜の合格内定者に通知する。

それぞれの高等学校長から中学校
長へ通知する。

当該中学校長 １

第 18 号 委任状
合格内定者に係る通知・文書等を中学校教員が直接受領す
る場合に提出する。

中学校長は派遣する中学校教員
を通じて高等学校に提出する。 

当該高等学校長 １
１９
２１
２４

１月 23 日 ( 月 )

～

１月 31 日 ( 火 )

転居等に係る地域 ( 通学
区 ) 外公立高等学校入学志
願者の取扱い

第６号
転居等に係る地域 (通学区 )
認定願

一般選抜，一般選抜における志願変更，及び第２次募集
入学者選抜で地域 ( 通学区 ) 外からの志願者が地域 ( 通
学区 )内扱いの適用を受けるために使用する。

地域 ( 通学区 ) 外志願者は，中
学校長を経由して，左の許可願
を提出する。

転居予定地域（通学区）内県立
高等学校長

１

１
２５

用紙は様式を複製し，使用する。
左の許可願を受理し，その諾否
を通知する。
（通知様式自由）

中学校長 １



－ 75 －

 

期　　　日 項　　目
提　出　書　類  作　　成　　者

提　出  先 部 数 参照頁 備　　　考
様　式 名　　　称 内　　　　容 出　身　中　学　校　等 高　等　学　校

事由が生じ次第速やかに
入学者選抜における特別措
置の取扱い

第 24 号
公立高等学校入学者選抜におけ
る特別措置願

障がい，事故，病気などの理由により特別措置を希望する
場合に提出する。

中学校長 教育委員会教育長 １ １６ 用紙は様式を複製し，使用する。

２月６日(月)

～

２月９日(木)
　　　　　１２時まで

ただし，郵送の場合，
２月９日(木)12時以降に
届いたものについては，
２月６日(月)までの消印
があるものに限り受け付
ける。

松江市内への転居等に係る
通学区外公立高等学校入学
志願者の取扱い

第６号
の写し

転居等に係る地域(通学区)
認定願の写し

松江市内からの受検としての扱いを受ける者が通学区外
の学校を受検する際に，地域内扱いの適用を受けるため
に使用する。

中学校校長を経由して，すでに
提出していた認定願の写しを提
出する。

認定願の提出状況とその諾否に
ついて，志願者の通学区内県立
高等学校長へ照会する。（照会
様式自由）

志願先高等学校長 １

２５

地域 ( 通学区 ) 内に居住し
ているが在籍（出身）中学
校の違いにより入学志願届
の必要な者の取扱い

第７号 地域 (通学区 )内居住確認届
地域 ( 通学区 ) 内に居住しているが在籍（出身）中学校の
違いにより入学志願届が必要な場合に提出する。

中学校長を経由して，左の志願
届を提出する。

志願先高等学校長 １

県外からの入学志願者の
取扱い

第８号
島根県公立高等学校入学志願
承認願

県外からの志願者が島根県公立高等学校に出願するために
使用する。

県外志願者は，中学校長を経由
して，志願先高等学校長へ提出
する。

志願先高等学校長 １

左の承認願を受理し，その諾否
を通知する。
（通知様式自由）

中学校長 １

帰国生徒等の取扱い 第９号 海外在住状況説明書
海外からの帰国生徒等が出願する際に提出する。
帰国生徒等特措を希望する場合には，その理由等を備考欄
に記入すること。

中学校長又は出身学校長を経由
して，左の説明書を提出する。

志願先高等学校長 １ １３ 用紙は様式を複製し，使用する。

入 学 願 書
出 願 受 付

第１号 入学願書
それぞれの高等学校所定の入学願書を使用すること。
この場合，入学願書に添付されている受検票の該当欄も
記入すること。

志願者（保護者）は中学校長を
経由して提出する。

左について受付し，収入証紙の
消印をする。

志願先高等学校長 １ ２５
・願書は志願先高等学校に請求する。
・各高等学校は，受検票を2月24日(金)以降,
　契印・写真割印のうえ交付する。

各種調査報告書等の提出

第２号 個人調査報告書 中学校長 志願先高等学校長 １

２６

電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

第３号
学習成績・特別活動の記録等
概要表

評定を出した全員について，評定別の人数を記入する。
過年度卒業生は含まない。

中学校長
志望先高等学校長
教育指導課長

各１ 用紙は様式を複製し，使用する。

第15号
公立高等学校入学者選抜出願者
名簿

中学校は高等学校別に作成し，志願先高等学校へ提出す
る。

中学校長
  推薦選抜等合格内定者を記
入する必要はない。

志願先高等学校長 １ 電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

電子
データ

様式第２号及び第15号の電子
データ

中学校は高等学校別に作成する。所定の電子様式により
作成し，暗号化したデータをＣＤ－Ｒで提出する。

中学校長 志願先高等学校長 １ ホームページから様式を入手する。

２月９日（木）
１7時まで

出願者数の報告 報告内容は別に示す。
出願者数を学科ごとに報告す
る。

教育指導課長 １

２月１０日（金）
１５時

出願状況の発表 出願者数の状況を県教育委員会ホームページで発表する。

２７

【出願先へ】
２月１５日(水)

～

２月１６日(木)
　　　　　１７時まで

「持込に限る」

【志願変更先へ】

２月１７日(金)

～

２月２０日(月)
　　　　　１７時まで
「持込又は書留速達」

ただし，郵送の場合，
２月20日(月)17時以降に
届いたものについては，
２月17日(金)までの消印
があるものに限り受け付
ける。

志願変更提出受付

第10号
第10号－２

入学志願変更届
入学志願変更証明書

出願先高等学校へは様式第 10 号と第 10 号－２を切り離さ
ずに提出すること。

志願変更を希望する者（保護
者）は中学校長を経由して提出
する。

出願先高等学校長 １

用紙は様式を複製し，使用する。
左について受付，確認し，第
10号と第10号－２の間に割印，
第 10 号－２に確認印を押印し，
交付する。
先に提出された第 15 号を修正
する。

当該中学校長 １

第１号 入学願書（志願変更先）
志願変更先高等学校所定の入学願書を使用すること。
この場合，入学願書に添付されている受検票等の該当欄も
記入すること。

志願変更を希望する者はあらか
じめ必要事項を記入しておくこ
と。

出願先高等学校長  １

願書は志願変更先高等学校長へ請求する。

入学願書及び収納カードに収入
済み収納印を押印し，返付する。

当該中学校長  １

第 18 号 委任状
志願変更に係る文書等を中学校教員が受領する場合に提出
する。

中学校長は派遣する中学校教員
を通じて高等学校に提出する。

出願先高等学校長 １ ２９ 用紙は様式を複製し，使用する。

第 10 号－２

第１号

入学志願変更証明書
（確認印押印後）
入学願書（志願変更先）
（収納印押印後）

出願先高等学校に提出し，収入済みの収納印を受けたもの
を用いること。

入学志願変更証明書を交付され
た者（保護者）は中学校長を経
由して提出する。

左について受付する。
志願変更先
高等学校長

１

２８
第６号の写し

第７号
第８号
第９号

一般選抜の出願に準ずる。 中学校長を経由して提出
志願変更先
高等学校長

１

各種調査報告書等の提出
（志願変更分）

第２号 個人調査報告書 志願変更をする者についてのみ提出する。 中学校長
志願変更先
高等学校長

１

２９

電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

第 15 号
公立高等学校入学者選抜出願者
名簿

志願変更による新たな出願者のみ記載する。 中学校長
志願変更先
高等学校長

１

第３号
学習成績・特別活動の記録等
概要表

当該中学校から新規に出願する場合のみ提出する。 中学校長
志願変更先
高等学校長

１ 用紙は様式を複製し，使用する。

電子
データ

様式第２号及び第 15 号の電子
データ

中学校は高等学校別に作成する。所定の電子様式により作
成し，暗号化したデータをＣＤ－Ｒで提出する。

中学校長
志願変更先
高等学校長

１ ホームページから様式を入手する。
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期　　　日 項　　目
提　出　書　類  作　　成　　者

提　出  先 部 数 参照頁 備　　　考
様　式 名　　　称 内　　　　容 出　身　中　学　校　等 高　等　学　校

２月１５日 (水 )まで
の消印があるものに限

り受け付ける。
「書留速達」

志願変更に係る
特 別 措 置
提 出 受 付

第 11 号 志願変更に係る特別措置願
２部作成し，１部を出願先高等学校長へ提出する。
（残り１部は志願変更先高等学校長へ提出する。）

志願変更を希望する者（保護
者）は中学校長を経由して提出
する。

出願先高等学校長 １

２９

用紙は様式を複製し，使用する。

第 10 号
第 10 号－２

入学志願変更届
入学志願変更証明書

出願先高等学校へは様式第 10 号と第 10 号－２を切り離
さずに提出すること。

志願変更を希望する者（保護
者）は中学校長を経由して提出
する。

出願先高等学校長 １

用紙は様式を複製し，使用する。
左について受付，確認し，第
10号と第10号－２の間に割印，
第 10 号－２に確認印を押印し，
志願変更先高等学校長へ送付す
る。
先に提出された第 15 号を修正
する。

志願変更先
高等学校長

１

第１号 入学願書（志願変更先）
志願変更先高等学校所定の入学願書を使用すること。
この場合，入学願書に添付されている受検票等の該当欄も
記入すること。

志願変更を希望する者はあらか
じめ必要事項を記入しておくこ
と。

出願先高等学校長 １

願書は志願変更先高等学校長へ請求する。
入学願書及び学力検査料納付済
証明書に収入済みの収納印を押
印し，志願変更先高等学校へ送
付する。

志願変更先
高等学校長

１

第 11 号 志願変更に係る特別措置願
２部作成し，１部を志願変更先先高等学校長へ提出する。
（残り１部は出願先高等学校長へ提出する。）

志願変更を希望する者（保護
者）は中学校長を経由して提出
する。

志願変更先
高等学校長

１ 用紙は様式を複製し，使用する。

第６号の写し
第７号
第８号
第９号

一般選抜の出願に準ずる。 中学校長
志願変更先
高等学校長

１ 用紙は様式を複製し，使用する。

各種調査報告書等の提出
（志願変更に係る特別措置
分）

第２号 個人調査報告書 志願変更をする者についてのみ提出する。 中学校長
志願変更先
高等学校長

１

電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

第 15 号
公立高等学校入学者選抜出願者
名簿

志願変更による新たな出願者のみ記載する。 中学校長
志願変更先
高等学校長

１

第３号
学習成績・特別活動の記録等
概要表

当該中学校から新規に出願する場合のみ提出する。 中学校長
志願変更先
高等学校長

１ 用紙は様式を複製し，使用する。

電子
データ

様式第２号及び第15号の電子
データ

中学校は高等学校別に作成する。所定の電子様式により
作成し，暗号化したデータをＣＤ－Ｒで提出する。

中学校長
志願変更先
高等学校長

１ ホームページから様式を入手する。

２月１３日（月）

～

２月２０日（月）
１７時まで

県外居住者等
特別志願許可の取扱い

第12号
公立高等学校特別入学志願
許可書

出願期限を過ぎて，県外志願者が保護者の転勤等による転
住によって出願する場合，又は，県内志願者が保護者の転
勤等による転住にともないⅡの１の (1) 及び (2) の表に定
める地域・通学区の変更による志願変更をする場合，これ
を使用して地域内・通学区内扱いの許可を得る。

志願者（保護者）は中学校長を
経由して，入学願書，公立高等
学校特別入学志願許可書を提出
する。

志願先高等学校長 １ ３１ 用紙は様式を複製し，使用する。

２月２１日（火）
１７時まで

出願者数の報告 報告内容は別に示す。
出願者数の最終結果を報告す
る。

教育指導課長 １

２月２２日（水）まで
隠岐郡に係る検査場につい
ての特別措置

第１号
第16号

公立高等学校入学者選抜
学力検査受験者名簿

検査場について特別措置を希望
する者の受検者名簿３部と該当
者の受検票（いずれも受検番号
を付したもの）を送付する。

特別措置依頼先高等学校長 ３ ３２
受検番号は頭に校名（漢字２字）を付けた上で，
1000 番台を付す。

２月２３日（木）
１０時

最終出願状況の発表
志願変更後の出願者数の状況を県教育委員会ホームペー
ジで発表する。

２７

２月２４日（金）

～

３月１日（水）

受検票，学力検査受検名簿
の送付

第１号
第16号

公立高等学校入学者選抜
学力検査受験者名簿

受検票及び学力検査料納付済証
明書を交付する。
学力検査受検者名簿（検査場名
及び受検番号を付したもの）を
１部中学校へ返送する。

中学校長 １
志願変更をしていない者には，学力検査料納付
済証明書に収納済みの収納印を押印する。志願
変更をした者については，志願変更前高等学校
により収納印が押されていることを確認する。
学力検査受検者名簿はもう１部作成し，高等学
校において１か年保存する。学力検査受検者名簿を１部教育

指導課へ送付する。
教育指導課長 １

３月１日（水）まで
隠岐郡に係る検査場に
ついての特別措置

第１号
第 16 号

公立高等学校入学者選抜
学力検査受験者名簿

特別措置を依頼された高等学校
長は，特別措置希望者の受検票
及び学力検査受検者名簿を中学
校へ送付する。

中学校長 １

３２
特別措置を依頼された高等学校
長は，特別措置希望者の学力検
査受検者名簿を１部教育指導課
へ送付する。

教育指導課長 １

３月１日（水）まで
その後は，判明後すみや
かに

受検辞退届の提出 第 13 号
公立高等学校入学者選抜受検辞
退届

出願後に，受検を辞退する場合に提出する。
受検辞退者が判明した場合は，
その理由を付して届け出る。

志願先高等学校長 １ ３１
用紙は様式を複製し，使用する。
本校と分校を併願する場合には，両方の学校に
提出する。
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期　　　日 項　　目
提　出　書　類  作　　成　　者

提　出  先 部 数 参照頁 備　　　考
様　式 名　　　称 内　　　　容 出　身　中　学　校　等 高　等　学　校

３月７日（火） 学力検査の実施

　　　　　　　時　程        　　　　　　教　科
　　　　８：３０～  ８：５０　　　　 　(受  付 )
　　　　８：５０～  ９：１５　　　　(諸注意・入場 )
　　　　９：２０～１０：１０　　　　　　国　語
　　　１０：３０～１１：２０　　　　　　数　学
　　　１１：４０～１２：３０　　　　　　社　会
　　　１３：２０～１４：１０　　　　　　英　語
　　　１４：３０～１５：２０　　　　　　理　科

当日受検できない生徒が生じた
場合には，直ちに検査場である
高等学校へその理由を付して届
け出る。
（様式第 13 号，緊急の場合は口
頭又は電話）

志願先高等学校長 １

３２

１０時までに欠席者数を報告す
る。

教育指導課長

３月１３日（月）
１５時

合格者数及び第２次募集
入学者選抜募集人員の報告

報告内容は別に示す。 高等学校長 教育指導課長 １

３月１４日（火）
１０時

合格者の発表

・合格者（受検番号のみ）を
　 学校に公示する。
・合格通知を発送する。

中学校長 １

３６

入学の意思表示は当該高等学校長の定める日時
までとする。

第 18 号 委任状
合格者に係る通知・文書等を中学校教員が直接受領する場
合に提出する。

中学校長は派遣する中学校教員
を通じて高等学校に提出する。

当該高等学校長 １ 用紙は様式を複製し，使用する。

３月１４日（火）
１０時

第２次募集入学者選抜
実施校の公表

第２次募集入学者選抜を実施する学校，課程，学科及び募
集人員を県教育委員会ホームページで公表する。

３８

３月１６日（木）

～

３月１７日（金）
       １２時まで

「持込又は書留速達」

ただし，郵送の場合，
３月17日 ( 金 )12時以降
に届いたものについては，
３月15日 ( 水 ) までの消
印があるものに限り受け
付ける。

第２次募集入学者選抜
出　願　受　付

第１号－２ 入学願書 それぞれの高等学校所定の入学願書を使用すること。
志願者（保護者）は中学校長を
経由して提出する。

志願先高等学校長 １

３８

願書は志願先高等学校へ請求する。

第６号
の写し
第７号
第８号
第９号

一般選抜の出願に準ずる。 中学校長を経由して提出する。 志願先高等学校長 １ 用紙は様式を複製し，使用する。

第２次募集入学者選抜
各種調査報告書等の提出

第２号 個人調査報告書 中学校長 志願先高等学校長 １

３９

電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

第３号
学習成績・特別活動の記録等
概要表

中学校長 志願先高等学校長 １ 用紙は様式を複製し，使用する。

第 15 号
公立高等学校入学者選抜出願
者名簿

中学校長 志願先高等学校長 １ 電子様式により作成し，Ａ４判で印刷する。

電子
データ

様式第２号及び第 15 号の電子
データ

中学校は高等学校別に作成する。所定の電子様式により
作成し，暗号化したデータをＣＤ－Ｒで提出する。

中学校長 志願先高等学校長 １ ホームページから様式を入手する。

３月１７日（金）
１７時まで

第２次募集入学者選抜
志願者数の報告

報告内容は別に示す。 教育指導課長 １

３月２１日（火）
第２次募集入学者選抜
作文及び面接等

日程及び検査内容は当該高等学校長が定める。

欠席者等の届出については，一
般選抜に準ずる。

志望先高等学校長 １

４０
１０時までに欠席者数等を報告
する。

教育指導課長 １

３月２２日（水）
１５時まで

合格者数の報告 報告内容は別に示す。 高等学校長 教育指導課長 １
第２次募集入学者選抜を実施する高等学校の
み。

３月２３日（木）
１０時

第２次募集入学者選抜
合格者の発表

・合格者（受検番号のみ）を学
  校に公示する。
・合格通知を発送する。

中学校長 １

４１

入学の意思表示は当該高等学校長の定める日時
までとする。

第 18 号 委任状
合格者に係る通知・文書等を中学校教員が直接受領する
場合に提出する。

中学校長は派遣する中学校教員
を通じて高等学校に提出。

１

３月２７日（月）
まで

選抜原簿，合格者名簿等の
提出

第 19 号
公立高等学校入学志願者・
合格者状況報告書

各学科の志願者数と合格者数について，第１志望，第２
志望等の別に，また一般選抜等と第２次募集の別に，地
域内，地域外，県外ごとに集計する。

高等学校長 教育指導課長 １

第 20 号 公立高等学校合格者名原簿 全合格者について，本・分校別，課程・学科別に作成する。 高等学校長 教育指導課長 １

第 21 号
公立高等学校入学者選抜原簿
Ⅰ，Ⅱ

一般選抜において，個人調査報告書及び学力検査等の資
料に基づいて作成する。提出用の原簿は，選抜の際に作
成したものに合否を付し，表紙に学校名と枚数を明記す
る。

高等学校長 教育指導課長 １ ３３ 高等学校において５か年保存する。

第 22 号
公立高等学校入学者選抜学力
検査得点状況調査票

一般選抜を受検した全受検生について，本・分校別，課程・
学科別に作成する。

高等学校長 教育指導課長 １

注：74ページ～77ページ表中の「中学校」とは「出身中学校等」のことを示す。
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平　成　29　年　度

島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱

島 根 県 教 育 委 員 会
松 江 市 教 育 委 員 会


